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午前10時00分 開議 

○議長（二橋益良） ただいまの出席議員は17名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 昨日に引き続き一般質問を行います。本日の質問

順序は、受付順により、１番、竹内祐子さん、２番、

菅沼 淳君、３番、佐原佳美さん、４番、馬場 衛

君、５番、豊田一仁君と決定いたしました。 

 なお本日、傍聴席へ報道機関が入っておりますの

で、撮影の申し出がありました。これを許可してお

りますので御報告を申し上げます。 

 初めに、10番 竹内祐子さんの発言を許します。

それでは10番 竹内祐子さん。 

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 10番 竹内祐子です。 

 初めに、熊本地震でお亡くなりになられました皆

様にはお悔やみを申し上げます。また被災された皆

様には、お見舞いを申し上げます。 

 さて通告に従いまして、私は女性活躍について一

般質問をさせていただきます。 

 質問しようとする背景や経緯についてですが、女

性の活躍推進法が平成27年８月に成立し、女性が職

場で活躍できる環境に向け、大きな一歩となりまし

た。女性活躍推進法では国や自治体、従業員301人

以上の企業に対し平成28年４月１日までに女性登用

の数値目標を盛り込んだ行動計画の作成と公表を義

務づけました。 

 女性が生き生きと活躍できる社会構築のためには、

妊娠・出産・子育ての各ステージに応じた継続的な

支援が不可欠です。働く女性の声は、保育園の整備

や子育て支援策の充実がなければ、いざ管理職にな

ったとき両立できないと現状を指摘しています。 

 また、妊娠・出産した女性に対するマタニティ・

ハラスメント、これは妊娠や出産を理由に職場から

不利益を受けることをいいます。マタハラの防止や

男性の育休を取得しやすい環境づくりも課題です。 

 女性活用を行動計画に示すことで、ポジティブア

クション、男女の格差の解消や是正をすることによ

り、女性のモチベーションを向上させ、男女均等な

社会の実現を目指していくことになります。 

 質問の目的。モデルとなる市の行動計画の確認と、

行政として女性活躍をどのように推進していくかを

伺うために行います。 

 初めに、女性活躍推進法が制定されましたが、市

長はこれをどのように受けとめられたかお伺いいた

します。 

○議長（二橋益良） 市長。登壇して答弁お願いし

ます。 

  〔市長 三上 元登壇〕 

○市長（三上 元） 私の感想は、国もやっと女性

の活躍を本気で考え始めたあかしであると感じまし

た。人口減少時代の今、女性がその特性と能力を十

分に発揮し、職業生活において活躍することが一層

重要となっております。そうした女性の職業生活に

おける活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を

目指すという目的のもとに、私も国や県と足並みを

そろえながら、必要な取り組みを行っていかなけれ

ばならないと考えております。 

 一方、女性も変身しなければいけないと思います。

この10月、我がまちにお呼びすることができた大変

人気のワークライフバランスのスピーチでナンバー

ワンと言われる小室淑恵さんがこう言ってました。

女性は、仕事もするし、結婚もするし、子育てもす

る。この３つすることを決心するという女性があら

われなければなりませんというふうに、全くそのと

おりだと感じている私でございます。どうもありが

とうございました。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、どうですか。 

○10番（竹内祐子） とても前向きな御答弁ありが

とうございました。市長みずからが前進していくと

いう態勢をお伺いできてよかったと思います。 

 この法律はやはり職場において男女差別がないよ

うにしていくということをまず主眼に置いているも

のでありまして、やはり頑張る女性にとっては仕事

に対してやりがいが持てるようになっていくのでは
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ないかなと思ってます。 

 そこで、まず１番のこの市役所で働く女性職員に

市長はこのように、今私に御答弁いただいたように、

何かお話をされましたか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 年に４回、幹部集会という課

長以上の集会を開いておりますが、女性を対象にし

た集会というものは現在開いた経験がございません。

ただし、入庁３年間は、月に１回の本を読んでもら

った感想文に、私が必ずコメントをするということ

を行っていますのと、いろんなニュースを捉えて、

これについてどう思うかということを書いてもらっ

ております。そのコメントをするときに、特に最近

は、入庁する女性は男性よりも数として多くなって

るんですね。女性の活躍を大いにしてほしいという、

小室淑恵さんと同じように、３つのことをやる決心

してくださいねということを、女性にあちこち何回

か言っている私でございます。 

 20代の女性で、まだ結婚していない人がいっぱい

いますし、30代でも結婚してない女性がいるんです

ね。この人たちに面と向かって３つをやれというと、

２回か３回言うとセクハラと言われちゃうらしいの

で、１回程度におさめております。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございます。やは

り少しずつは女性に対してそのように市長みずから

がお声をかけていただいているということがわかり

ました。多分市役所の職員は、女性職員は、これか

らの若い方は管理職目指して頑張るんではないかな

と思います。男性の方も負けずに頑張っていただき

たいなと、本当に相乗効果があらわれるように、そ

ういう職場環境になるといいですね。 

 今は市役所の中のことを伺ったんですけど、湖西

市として、市として、女性が活躍できるような場所、

場所とか物とか、そういうものを市長は何か湖西市

に特化したものは、あるかなということを考えたこ

とがあるでしょうか。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市長。 

○市長（三上 元） 苦しい答弁でありますが、実

は去年、その小室淑恵さんの話を全国市長会の市長

フォーラムという会合で知りまして、去年２つのス

ピーチで最も印象を受けたのが、省エネ投資という

のはエネルギー節約というすばらしいものがあるの

で、もっとこれを地元の公務員さんがしなくてはな

らないというのに、そのとおりだなと。地元に仕事

も落ちるし、省エネ投資にもなって、住宅がすばら

しくなることによってエネルギーが節約できると。

これを進めなさいというエネルギーパス協会の会長

さんの話と、この人口ボーナス期と人口オーナス期

という僕には聞いたことのない言葉で表現されなが

ら、人口減少期というのは多様な人たちを使う時代

が来たんですと。そして残業を減らすということが

子育てに必ずつながりますということを、去年の６

月ごろ聞いたわけでございます。そして、直ちに去

年は残業を減らそうと。なぜ残業を減らすと子育て

に時間が費やされる、男性のね、男性の子育てへの

支援ができて、それが必ず少子化対策につながるん

だということを自信を持っておっしゃってました。

と同時に、女性も変わってほしいということを３つ

の、女性は欲をかいてほしい。たしか彼女の言葉で、

女性が欲をかいてほしいということを言ったわけで

ございます。そして小室淑恵さんを呼ぼうといって、

忙しくて時間がとれないんです、彼女。やっと10月

にとれたんですね。そういう意味では10月の小室淑

恵さんのセミナーは、経営者の皆さんに大いに参加

してほしいという形で呼びかけをしたいと思ってい

る私でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございます。では

昨年の市長フォーラムというのは、すごい市長にと

っては成果の出たものだったようですね。本当に10

月の小室淑恵さんのお話、期待したいと思います。

ありがとうございます。 

 では次の質問に行きます。 

 湖西市の女性活躍の現状をどう分析しているかを

お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） お答えいたします。

市内の企業の女性活躍の状況についてお答えしたい

と思います。 
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 昨年度より企業訪問を実施する中で、今年度また

企業の女性活躍に関する目標や方向性などの把握・

調査をして、把握を始めておるところでございます。

今後も市内の企業の現状の確認が済みました際には、

女性活躍の取り組み等の動向、計画内容等について、

分析等図ってまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ただいまはまだやっている、

現状を把握している最中というように理解いたしま

した。それで企業訪問にお出かけになっている。こ

れは担当職員何人でお出かけになっているんですか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） お答えします。 

 現在は、課長、部長、担当職員２名、合計、商工

観光課で４名、参加して伺っておるところでござい

ます。 

○議長（二橋益良） 10番 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 企業訪問、すごく力を入れて

いらっしゃるようです。以前はそんなにたくさんの

人で企業訪問はされていなかった状況があります。

それだけ女性活躍推進について、力を入れているの

かなということが見受けられますが、企業訪問をさ

れて、いつぐらいまでに湖西市内の企業を訪問され

て、現状を把握し、どのようなものが課題であるか

というところまで持っていくにはどんなタイムスケ

ジュールをされているのか、もしあれば、決まって

いて当然だと思うんですが、教えていただきたいと

思います。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 平成27年度から既に

始めておりまして、平成27年度には６社、また現在

までに２社を訪問しております。今後、年内をめど

に10社程度の訪問を予定しておりまして、今年度、

公表する特定計画も含めて状況把握したいと考えて

おるところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） それでは年度末には全てのこ

とが把握できて、公表ができるという理解でよろし

いでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 実際には代表的な企

業までの10社ということでお答えしたんですけど、

中小の企業さんにもお伺いして状況を把握したいな

と思ってますので、ある程度年内の中で状況を把握

していきたいというふうな考えでおります。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございます。先日、

県中小企業団体の中央会が調査した結果を新聞で報

告されてたのを見たときに、やはり出産・子育てを

機に退職される女性が多くて、３歳から小学校入学

前をめどに再就職をまた希望していきたいというよ

うなことが載っていたんですけど、今歩いてるだけ

でも湖西の企業は製造業さんが多いんですけれども、

このような状況はやはりあるんでしょうか。こうい

うことは確認されましたか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 現在まだ調査中とい

うところですが、実際に、後ほどの質問でもありま

すが、行動計画の中で目標値、あと企業の就業年数

等の数値が出ますので、そちらのほうで把握してい

きたいと考えておるところです。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） そうなりますと、企業訪問す

るときにはどんなことを会話されてるんですか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 実際には物づくりの

人材育成というほかの事業もあるんですが、そちら

のほうとも連動して訪問をしているところです。 

 女性活躍につきましては、やはりこちらの法律に

も載っておりますように、採用者に占める女性の割

合でありますとか、男女の平均勤続年数、先ほどの

途中で退職する方とかその辺でわかるかと思います

が、あと時間外の数値等の状況をアンケートの方式

と聞き取りでお伺いしているところでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。ありがとうご

ざいます。 
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 では次に行きます。市内企業の行動計画の届け出

は何社あり、その取り組み内容はどのようなものが

あったか、お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 市内企業における行

動計画の作成状況につきましては、行動計画の策

定・公表を義務づけられた従業員301人以上の企業

11社と、努力義務であります従業員300人以下の企

業３社、合計14社が届け出されているということを

静岡労働局のほうで確認しております。 

 また従業員301人以上の企業11社のうち、企業の

ホームページで行動計画の公表を確認できたのは４

社あります。取り組み内容を重ね合わせてみますと、

女性社員の育成計画の策定でありますとか、女性社

員対象のキャリア研修、また管理職対象のマネジメ

ント研修の実施、そのほか女性の積極採用等が定め

られております。この辺も今後企業訪問する中にお

いて、さらなる内容の確認を行ってまいりたいと考

えております。以上であります。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございます。では

次行きます。 

 市の行動計画を定めていますが、数値目標だけに

捉われず、誰もが活躍できる人材育成の取り組みは

考えられているかをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（飯田勝義） 当湖西市役所におきまし

ても、本年４月に湖西市特定事業主行動計画、女性

の職業生活における活躍推進プログラムを策定して

おります。その中に管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合や育児休暇を取得する男性職員の割

合など、６つの数値目標を掲げております。 

 こうした指標につきましては、計画の進捗を図る

ための物差しでございまして、議員御指摘のように、

誰もが活躍できる職場づくりが計画の真の目的であ

ると理解しております。 

 そのための人材育成の取り組みといたしまして、

みずから成長し続ける職員をつくる「考えるＣＳ・

顧客満足度ブラッシュアップ研修」、能力を最大限

に発揮できる職場をつくる「多様性・ダイバーシテ

ィ研修」、働きやすく風通しのよい職場をつくる

「ワークライフバランス研修」など、多くの研修を

実施し、人材を育成してまいります。以上でござい

ます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、どうですか。 

○10番（竹内祐子） 今言われました研修がありま

すが、これは全職員に研修していただくというわけ

にはいかないと思うんですね。それぞれの研修はど

の役職でいくのか、それともどういうふうになって

いるのか、もう少し研修の内容、参加される方のこ

とを教えてください。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（飯田勝義） まず、ダイバーシティ研

修でございますが、これは職場にいろんな方がおり

ますので、そうした職員ですね、能力を発揮できる

ようにということで、ダイバーシティ研修は課長職

を対象とした研修でございます。 

 次に考えるＣＳ・ブラッシュアップ研修でござい

ますが、これは各課から２名、公募で選出をいたし

まして、講師を呼んで、年に４回実施をする予定で

ございます。 

 もう一つのワークライフバランス研修でございま

すが、これは20歳代前半の職員及び課長代理職、全

部で120人程度を予定しておりますが、これを幾つ

かのグループに分けまして、それぞれ職員一人当た

り年２回実施をする予定でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） それぞれの研修はいつごろや

るのか。それも教えてください。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（飯田勝義） ダイバーシティ研修は10

月下旬を予定しております。ブラッシュアップ研修

は来年の１月中旬を予定しております。ワークライ

フバランス研修は８月、本年の８月を予定しており

ます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） この研修の予算は、もう予算

を通っているものですから、来年１月にやるという

のはどうしてなんですか。来年１月にやらなければ

ならない理由を教えてください。 
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○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（飯田勝義） 研修は３つだけではなく

て、全職員を対象にほかにも多くの研修がございま

すので、そうしたスケジュール調整の中でブラッシ

ュアップ研修は１月というところの予定で組んでお

るものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。これらの研修

がされていって、各課長さんが女性活躍については

管理されていくと思うんですけれども、今までこの

市役所の職場の職域の中で、女性だからこの職域と

かというふうにされていた部分がありましたかどう

か。女性であろうが、男性であろうが、どこでも皆

さんそれぞれの職場に配置をされていたのか。どう

でしょうか。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（飯田勝義） 性差によるここの職とい

うような指定はございません。実際には保健師さん

は女性が多いとか、そうしたものはございますけど

も、性差によってここの部署とか、ここの職とかい

うように決めておることはございません。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございます。いろ

いろな人たちが集まって多様性を広げてやはり仕事

をしていくということはよいことだと思うので、そ

ういうのを進めていっていただきたいので、そうい

うようなダイバーシティ研修というのが入ってます

のでよろしいかと思いますけれども、わかりました。

ありがとうございます。 

 それでは次に行きます。 

 妊娠した女性も働きやすくするためのマタニテ

ィ・ハラスメント防止や男性の育休の取得、介護休

暇取得など、普及啓発はどのようにやっていくのか

をお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） マタニティ・ハラスメン

トを含む各種ハラスメントの防止や男性の育児休暇

の取得及び介護休暇の取得状況の改善は、女性活躍

推進のみならず、男女共同参画社会の実現を目指す

上でも重要な課題であると認識しておるところでご

ざいます。 

 普及啓発の発信につきましては、現在、企業向け

のメールマガジンによる情報提供を行っており、今

後も引き続き実施してまいります。また本年度から

の試みといたしまして、市民が参加する男女共同参

画地域セミナーや講演会等に出向き、各種ハラスメ

ントに対する正しい知識を持つことができるような

啓発活動を行うことを考えておるところでございま

す。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、どうですか。 

○10番（竹内祐子） このことは男女共同参画推進

とか次世代育成行動計画とかいろんなものがつくら

れてきてて、その中でも育児休暇とかそういうこと

も言われてきてたんですよね。でもなかなかそれが

進まなくて、今回女性活躍推進法といってまた一つ

の新たなものが時限立法ですけど、でき上がって、

より効果を高めようというふうになってきてると私

は理解しているんです。 

 その原因という言い方をしては失礼かと思うんで

すが、やはり経営者や管理職の方たち、トップにい

る人たちの意識が変わらないと、なかなかこういう

ものは改善されていかないということが、わかって

るんですけどなかなかそれが変えていけれないとい

う世の中なんですね。 

 うちの市長さんみたいに、一人の人の講演聞いて

目が覚めるようにぱっと変われる人もいますけど、

やはりそういうふうにぱっと変われるような人をも

ってきて、10月にそれをやるとおっしゃってくれた

ので、どれだけの方がうちの市長みたいに意識を変

えていただいて、それぞれの職場で誰もが活躍でき

るような職場体制をつくっていただけるようになる

のか私も期待するところなんですが、６月９日、き

のうの新聞ですけど、やはりマタハラの相談とかパ

タハラの相談とかというのがすごく過去最高でふえ

てきているという新聞状況が出てたんですね。そう

いうことについては、やはり市としても湖西市では

そういう状況があるかどうかということをつかんで

いるかどうか、それだけ教えてください。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 
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○市民経済部長（長田尚史） 市内企業からの状況

でいいますと、特に相談事項が目に見えてあらわれ

てないということで、こちらのほうとしてはまだつ

かんでないという状況でございます。以上でござい

ます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございます。湖西

市は優良企業が多いので、多分こういうお話は出て

こないと思ってます。ありがとうございます。 

 では次の６番に行きます。 

 出産・育児期の女性が働き続けるためには、保育

園の整備が必要です。今現在、現状をどう分析して

いるのかをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） お答えいたします。 

 少子化が少しずつ進む反面、女性の社会進出の拡

大や保護者のニーズの多様化から保育需要が増加を

しているという状況にあるなというふうに感じてい

ます。この６月１日現在で市内の公・私立保育園及

び認定こども園、８園ありますが、既に入所定員を

オーバーしているという状況にあります。 

 平成27年度から新制度がスタートし、保育所入所

基準が変更されたことも影響して、入所希望者は

年々増加している、そんな状況にあります。その増

加については、特にゼロ歳児から２歳児の利用ニー

ズが多く、そのゼロから２歳児の受け入れ枠の不足

が教育委員会内でも課題になっているところであり

ます。 

 ただ、短期間に保育所を整備することができませ

んので、既存の施設を活用しながら課題を解消する

という方策も教育委員会としては検討してきたとこ

ろであります。 

 また昨年度開催しました湖西市立学校教育施設適

正化検討委員会というところにおいて、公立の幼稚

園、保育園も含めた検討を行いました。その中では

検討委員会からのまとめとして、既存施設の有効活

用を図る中で認定こども園化についても今後検討す

るようにというような意見もいただきました。 

 またさらに、ことし４月に子ども・子育て支援法

が改正され、新たに企業主導型保育事業というのが

創設をされました。これは従来の事業所内保育事業

をベースにして、新たに運営費や施設整備費の支援

も行われるという話ですので、企業側にとっては保

育所を設置しやすくなるというメリットがあろうか

なというふうに思います。 

 以上の２点について、今後こども園化につきまし

ては、施設は教育総務課が担当しておりますので、

教育総務課と、あと今年度発足をした公共施設マネ

ジメント推進室、この２つと連携をとらなければい

けないというふうに思いますし、企業主導型保育事

業については商工観光課と連携をとりながら今後進

めていきたいというふうに考えています。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） よくわかりましたが、子ど

も・子育て支援事業計画では、入所待ち児童が５カ

年かけてゼロにしていくというふうになっています。

そうなってきますと、やはり今年度中に方針を決定

していかないと間に合わないんではないかと思うん

ですけど、そこのところはどうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） 基本的には入所待ちの解消

に取り組んでおりますので、できるだけ早い時期に

ゼロにしたい、解消したいなというふうに考えてい

ます。ただ、先ほど申したように保護者のニーズが

多様化しているということもありますし、その年そ

の年のニーズの状況が刻々と変化するということも

あります。こういう傾向でということはつかんでお

りますけれども、なかなか実数がつかめないという

状況にあるということです。 

 そういう意味では、できるだけ既存の保育所のほ

うに受け入れをお願いしながら、このゼロ、１、２

については、何とかどこかで解消を図りたい。そう

いう意味で先ほど申し上げたように、ことし４月か

ら始まる企業主導型の保育事業のほうには、地域枠

というのもありますし、現在公立・私立の保育園に

入ってらっしゃる園児の中には企業にお勤めの方の

お子さんもたくさん入ってますので、そこら辺で解

消ができればというふうにも、ちょっと希望的観測

ですけども考えているところであります。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、どうですか。 
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○10番（竹内祐子） 課題は本当にゼロから２歳児

の保育ニーズについてですね。幼稚園のほうも長期

の預かり保育も始めるようになってきたので、３歳

以上に関してはそういうふうにいろんなものを使っ

て頑張ってくださいよということはできるけれども、

ゼロから２歳に関してはなかなかそこを受け入れて

くれるところがないので、そこは本当に一刻も早く

やっていかなければいけない問題ではないかなと思

います。 

 こんなことやってますと、結局湖西では仕事も子

育てもできそうもないなと思って、やはり若い人が

ほかへ移住していくという選択も考えられていくと

思うんですね。どうでしょうか、市長。若い人たち

がほかへ行かないようにするために、ゼロから２歳

児の保育ニーズに応えるために、市長としては何か

いい策を考えていますか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） この問題は重要なんだという

認識は持っておりまして、ついこの間も幼稚園、保

育園を担当する部門の課長とも話し合いましたけれ

ども、いろんな案がありまして、つい去年は新居の

幼保一元化についてちょっと拙速だったのかもしれ

ませんが、ちょっとだめと言われて、足を引っ込め

てしまいました。しっかり準備をして、Ａ案、Ｂ案

とこういう投資もしなければならないが、こうやっ

ていこうではないかという案を、早目にまとめて決

裁できるように早く準備せよという指示をいたして

おります。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） いろいろお考えはわかりまし

たけれども、タイムスケジュール的なことは、教育

長としてはどうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） 実は、この６月で本当に入

所を待っていらっしゃる方、ゼロから２については、

40名いらっしゃるという状況にあります。ところが

３歳から５歳については５名という状況であります。

そういう中で、このゼロ、１、２についての解消と

いうのは、なかなか計画として立たないと、こんな

こと私が言うのは本当に申しわけないんですが、と

いうのが実態かなというふうに思っています。 

 それは、やはり保育士の確保が現状でも非常に難

しい状況に入っているということも一つあります。

特にゼロから２歳児を受け入れる保育園をつくりま

すと、３、４、５歳を受け入れる保育園よりもです

ね、保育士の数がかなり必要になってきますので、

それだけの確保ができるかということも含めて、あ

わせて検討していかないとなかなか難しい状況かな

と。 

 それから、今市長のほうから新居での幼保一元化

の話がありましたけども、あのときも私のほうで説

明をさせていただいて、保護者の方から得た回答は、

ゼロ、１、２だけの保育施設をつくっても、兄弟関

係もあったり、あるいは２歳から３歳のときに転園

をするということ等も含めて、なかなか湖西市では

難しい状況にあるなというふうに感じます。そうす

ると、ゼロから５歳まで全てを受け入れる保育施設、

あるいは幼稚園に保育園を併設するこども園化とい

うことを基本に考えざるを得ない。 

 そこで問題になってくるのがやはり調理室の問題。

それから先ほど言った保育士の問題。お金のことだ

けではありませんので、なかなか解決の手だてとい

うんですか、計画を策定するについて、めどが立っ

てないというのが現実的なところであります。以上

です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） このことについては本当にや

はり全庁を上げてしっかりと皆さんでお話ししてい

かないといけないんではないかなと思うんです。財

源もない、人材もないという、ないないのことを言

っていますけど、それは市民にとっては大変失礼な

ことで、やはり財源がなければどこか今あるものを

削ってこっちに回すとかというふうにしていくしか

ないんですね。 

 やはり、子供のことでやるんならば、子育て支援

手当とか就園助成金とかそういうものを、何回か議

員さんたちも言ってましたけれども、やはりそこの

ところを我慢してもらって、みんながずっと継続的

にできるものを整備していくとかというふうにして

いかないと、若い人たちがやはりここで仕事も家庭
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も頑張ろうという気にはなれないと思うんですね。 

 前回もうちの委員会でやはりこども園のほうの視

察をさせていただいて、私たちもこども園化にした

らどうかということを呼びかけています。これから

も子供がふえるのか減るのかもよくわからないんで

すね。だから保育所をつくってどうかとかというの

もはっきり言えないけれども、先ほど教育長が言わ

れたみたいに既存の施設をやはりこども園化してい

けば、どちらにもよくなっていくので、今あるもの

をうまく利用してやっていくしかないのかなと思う

んです。 

 先ほど言われましたけど、企業さんのほうにもそ

ういうふうに国の制度でやっていくように、やりや

すくなったよと言われても、やはり企業側のことも

あると思うので、そこもやはりもめないようにしっ

かりと話し合いをしていかないといけないと思うん

ですね。 

 でも、私たちが言い始めてからでももう二、三年

たっている話なので、これをできない理由ばかり言

って先送りしていては、やはり市民から信頼を失う

んではないかなと思っています。市長、ぜひ今年度

中に方向性が決まるように頑張っていただきたいと

思います。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） まず、待機児童という言葉が

あります。それから入所待ち児童という言葉があり

ます。待機児童というのは、どこでもいいから入れ

てくれという、それでも入れないのを待機児童とい

う言い方をしています。湖西市には待機児童はいな

いんです。しかし、ここに入りたいという形で待っ

ている人たちが40人、60人いるということなんです

ね。ですからそれはどういうことかといいますと、

例えば新所原のあたりで入りたいんだと、職場もそ

こにあるんだと、住んでるのもそうなんだとします

と、新居まで行くのは嫌なんですね。片道10分車で

行かなくてはならない。往復で20分くらい時間がか

かるのが嫌なんだという意味では、去年もある町か

ら僕の知り合いがたまたま保育園に入りたいといっ

て言ってきた。大丈夫だろうかと。申し込んでくれ

と。僕の枠で勝手に入れるわけにいかんと。申し込

んだら２カ月後にどこでもいいよといって入れたん

ですね。どこでもよければ今入れるという状況には

あるんだということはまず一応御認識いただいて、

できればここに入りたいという形で、ではあっちは

どうですかというと、じゃあちょっと待ちますよと。

その人たちが60人ぐらいいるんだということをまず

御理解いただきたいと思います。 

 投資もしなくてはならないときに、お金の問題に

なると優先順位で市長は悩むわけですが、ぜひこう

いう形でＡ案かＢ案ですから、お金使ってください

という原課の強い要望があり、考え方がまとまって、

市長、副市長に決断を迫るという迫力があるところ

は大体通るんです。そういう形がありますので、早

く案をまとめて出せというふうに言っている状況に

あると。原課もその気持ちは十分ありますので、間

もなく竹内議員の希望するようなものがまとまり、

市長、副市長が決断する時期が近いと信じておりま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございます。三上

市長は、母と子に優しい子育て支援をしてくれると

いう市長さんと私はずっと思っておりましたので、

やはり優しいまちづくり、母と子に優しいまちづく

りにぜひとも最後の最後まで、それをちゃんと押し

通してやっていただきたいなと思います。それだけ

です。では、いいです。次行きます。 

 女性の活躍を推進するために、地方創生総合戦略

で取り組む事業をお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 総合戦略に盛り込み

ました雇用にかかる女性の活躍を推進するための事

業として、女性の再就職応援事業、ダイバーシテ

ィ・マネジメント推進事業、多様な進路選択支援事

業を地方創生加速化交付金を活用し、これら３つの

事業を女性活躍推進事業と総称して本年度実施して

まいります。 

 女性の再就職応援事業は、女性の再就職セミナー

や企業見学会、就職面接会などを予定しております。 

 またダイバーシティ・マネジメント推進事業は、

市長も申しました市内企業の経営者・人事担当者等
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を対象としたセミナー、秋のセミナー、10月のセミ

ナーの開催や市内中小企業への女性活躍推進にかか

る諸問題解決のためのアドバイザー派遣など予定し

ております。 

 多様な進路選択支援事業につきましては、業種に

対する性差意識を払拭し、湖西市の主要産業である

製造業のやりがいと楽しさを発信するため、高校生

を対象としたセミナーの開催を計画しております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございます。これ

はプロポーザル方式のあれでやっていただくところ

を決めたんですよね。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 先ほどプロポーザル

方式によりまして業者さんについて決定したところ

でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） これもきのうの新聞で見て、

浜松市さんも湖西市と同じところに委託されてやら

れる。それでもう７月からやりますよということが

新聞に載ってました。 

 湖西市はこのスケジュールはどうなってますか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 現在、選択された業

者さんと一緒に調査と打ち合わせをしているところ

でございますが、６月にアンケート発送を皮切りに、

８月企業訪問、９月から再就職セミナー、先ほど言

いましたように10月に企業向けのセミナーという形

で実施する予定でおるところでございます。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。これらはここ

の委託したところが全て湖西市内でやっていただけ

るということですか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） そのとおりです。以

上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。そうなります

と、今、会社へはアンケートとかそういうのとって、

協力してくれる会社を探して、それから一般市民向

けに募集をかけるものは募集をかけてやっていくと

いう理解でよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 実際には再就職セミ

ナーというのは公募して、再就職を目指してる女性

の方たちを応募していく。並行しまして企業さんに

も調査を得て、協力というか再就職に前向きな企業

さんについて選択をして事業を進めていくという形

で予定しております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） これは地方創生加速化交付金

10分の10を国からいただいてやっていくものなんで

すけれども、再就職セミナーにすごく重点を置いて

やられると思うんですが、これ浜松の見ると、登録

制にしてずっと講座やってもらって、それから再就

職につなげていくというふうにしていくという流れ

でないかなと新聞では私は思ったんですが、湖西市

は何人、例えば定員が決まってて、何人かを募集し

てやっていくというようなことですか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 再就職セミナーに関

しましては、15名ほどを予定して進めていこうと考

えております。また最終的には再就職セミナーの中

で意識向上を目的に、60名ほどの再就職希望者を集

めてやっていくということも考えているということ

でございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） この再就職セミナーというの

は、浜松市では正規社員型とパートタイム型という

ふうに分けて研修内容を用意してやっていくという

ふうになってるんですけど、湖西市でもこのような

同じパターンでやっていくということなんでしょう

か。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 現在選定した業者さ

んと一緒に、その内容について調査し、形を整えて

進めていこうという形で考えてます。以上でござい

ます。 
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○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） これは委託したので、全てを

この委託業者にお任せして全部やっていくという理

解でいいんですか。例えば募集するにしても、何に

しても、全てがここのところで委託業者さんにやっ

ていただくという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 全体の計画実施とし

ては、業者さんにお願いしていこうということで思

っておりますが、実際の募集であるとか、周知、ま

たは会場の確認であるとか、そういう部分について

は市のほうと一緒に事業を進めていくという形で考

えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 予算審査したときに、補助金

50万とかというのも出てたと思うんですけど、何か

企業に補助金出すとかなんとかでなかったかなと思

うんですが、あの補助金というのはどういう内容で

したか。済みません、教えてください。 

○議長（二橋益良） それではちょっと回答に少々

時間を費やすということでございますので、ただい

まから休憩時間とさせていただきます。再開は11時

15分といたします。 

午前10時58分 休憩 

───────────────── 

午前11時14分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、竹内

祐子さんの質問に対する答弁から始めさせていただ

きます。 

 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 先ほどの女性活躍推

進にかかる補助金につきまして、今年度につきまし

ては積極的に女性活躍推進を進める企業を対象に応

援していこうという形で考えておる予算でございま

す。 

 内容につきましては、現在検討しておりますので、

でき次第御報告させていただきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございます。予算

審議のときにちょっとこの50万円の補助金のことを

思い出したので伺ってみました。お金の予算を確保

していなければ何も事業も進みませんので、いろい

ろ慎重に審議されて、貴重なお金を使ってください。 

 今までの質問を聞いていまして、この女性活躍推

進も委託事業で丸投げしてしまって、どうなってし

まうのかなと私は大変心配していたんですが、しっ

かりと行政もかかわって連携して女性活躍推進に向

けて頑張っていこうという姿勢がよく伝わってきま

した。 

 これも国が年度末に急にいろんなことを出してき

て、行政としてはてんてこ舞いで進めてきたものだ

と思いますけれども、少子高齢化で労働力不足とか

職場の中での男女平等さがないとか、いろんな諸問

題を抱えていたものですから、女性活躍推進法とい

うのをつくって、10年間の期限立法でやはりどの人

も男女も障害者もシニアの世代も、みんなが活躍で

きるようなそういう社会をつくっていこうというも

のだと思いますので、やはりここのところは、初年

度は10分の10という加速化交付金で頑張って出発さ

せていただきますが、今後はどのようにしていくの

か。そこだけちょっと確認をさせてください。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 女性活躍推進事業に

つきましては、総合戦略のほうで掲げさせていただ

いて事業を進めております。現在、平成31年までの

予定で継続してこの事業を進めていきたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございました。い

ろいろ確認ができましたので、これで私の一般質問

を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（二橋益良） 以上で、10番 竹内祐子さん

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に２番 菅沼 淳君の発言

を許します。２番 菅沼 淳君。 

  〔２番 菅沼 淳登壇〕 

○２番（菅沼 淳） ２番 菅沼 淳でございます。

平常心で落ちついてと思っておりますが、きょうは
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背中に視線を感じておりまして、大変緊張しており

ます。どうなることやらわかりませんが、わかりや

すく元気に質問をしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 それでは主題としまして、三上市政３期の自己評

価と任期満了に伴う進退についてということでお伺

いをいたしますが、まず冒頭お断りをさせていただ

きます。湖西市政を牽引し、３期12年を全うされよ

うとする市長に、このような質問をするのは、本来

であれば昨日同様の質問をされた先輩議員のような

経験豊富なベテラン議員が行うことが筋道、礼儀で

あり、１期１年そこそこの私ごとき新人議員におい

ては、大変傲慢で非礼な態度であると認識をしつつ

も、市長１期目初当選のころからの多少の面識、交

流があったこと、中途、交流は途絶えましたが、い

わゆる知人関係であることから、お許しをいただけ

るものと勝手な解釈をいたしまして質問をさせてい

ただくものであります。 

 それでは背景、経緯といたしまして、私自身の三

上市政３期の感想を簡単に述べ、その後質問とさせ

ていただきます。 

 三上市政３期も残すところ半年足らずとなりまし

た。１期目には「新しい風を」の旗印のもと、医療、

福祉、教育、環境、行財政改革等々において具体的

な公約を掲げ、また合併問題にも取り組まれ、議会、

それから発言力のある議員との確執、あつれきの間

でそれらの実現に向け努力をされ、大変御苦労をさ

れた４年間だったと思います。 

 ２期目には、「時計の針をもとに戻すな、このま

ま前進、このまま改革」のもとに、市民の皆様との

約束の実現に向け、さらなる努力をされた４年間だ

と思います。 

 しかしながら、任期後半の平成23年３月、東日本

大震災の津波による原発事故の発生以来、市内外に

おきまして脱原発、反原発の発言をされるようにな

り、２期目については市政運営市長というより、脱

原発・反原発市長のイメージが先行するものではな

かったでしょうか。 

 ３期目については、１期、２期の集大成の任期と

いうことであります。以上、私の簡単な感想であり

ましたが、これまでの市政、そして任期満了に伴う

進退について、市長御自身の所感、意思をお伺いす

るものであります。 

 質問の目的としまして、みずからの進退について

早期に表明されることが首長の品格、首長のけじめ

として求められると考え、善処を求めたいというこ

とからです。 

 それでは１の質問です。三上市政１期、２期、３

期のこれまでを総括して、御自身どのような評価を

されるのか。また、今期の残された任期で、市長の

言われる集大成とするには、どのように総括される

のかをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 市長。登壇してお願いします。 

  〔市長 三上 元登壇〕 

○市長（三上 元） 集大成の最後の年でございま

す。まず、振り返って改善できなかったことの第１

は病院であります。これは、昨日話をいたしました

ので、説明は省かせていただきます。 

 第２は、母と子を大切にするまちを目指して各種

の施策を実施いたしましたが、わずかにしか出生率

の向上は見られませんでしたし、人口の歯どめがで

きたともいえないこと。これが大変残念なことでご

ざいます。 

 ３つ目は研究所のあるまちを目指しましたが、研

究所だけ建設することは極めて難しいことでした。

研究所はほとんどの会社が本社付近にあるのが通常

でありまして、トヨタが裾野に研究所を持っている

ような例は極めてまれであるということを知りまし

た。 

 ４番目は豊田佐吉翁生誕150年に当たり、改めて

豊田佐吉翁を勉強したところ、郷土の偉人の考えを

もっと深く少年少女に伝えることの大切さを実感し

ております。これは手がけたばかりでありますので、

これから半年は全力で取り組みますが、私の後の市

長も、その次の市長も、引き続き豊田佐吉翁の考え

を伝え広めていただくことを期待しております。 

 私の自分の評価でありますが、評価できることは

３つあるかなと思っております。 

 １つは大森に将来有望な工場を招くことができた

こと。２つ目はごみ・花・挨拶の３つの運動により、
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犯罪が４分の１に減少したこと。第３は少数にすれ

ば精鋭になるという名のもとに人件費を長期にわた

り削減しましたが、サービスの低下だという声は聞

こえておりませんので、我が職員は少数精鋭になっ

たこと間違いないという確信ができます。そして昨

年から残業削減初年度として旗を振り始め、初年度

19％の残業代金の削減ができました。 

 しかし、政治家の評価は30年、50年先、いや70年

先にやっとチャーチルがお札になるように、70年先

にならないと評価はされない。それが政治家だろう

と思っております。以上で答弁とさせていただきま

す。 

○議長（二橋益良） ２番 菅沼 淳君、どうです

か。 

○２番（菅沼 淳） ありがとうございました。御

自身の評価は実現できたこと、できなかったこと、

まだ心残りがあること、おおむね理解をいたしまし

た。 

 あと、やはり肝心なのは市民の皆様、いろいろな

お考えがあるんでしょうけれども、市民の皆様の評

価ということが大事なことだと思います。これで１

の質問を終わります。 

○議長（二橋益良） 次の質問ですか。どうぞ。 

○２番（菅沼 淳） 任期満了に伴う進退について

お伺いをいたします。 

 これまで市長は、何らかの意図があるのかどうか

わかりませんが、進退について、いまだ表明をされ

ておりません。本年、年頭の新聞紙上におきまして、

３期目は三上市政の集大成の任期、そして進退につ

いては後継者があれば考えるとの記事が掲載されて

おりました。 

 集大成の意味を調べたところ、「長年の努力・活

動を結実させたもの」とあります。つまり、三上市

政は３期をもって結実をさせ、なし遂げ、締めくく

る。後継者については、昨日の先輩議員の質問にも

ありましたが、現在２名の人物が表明をしておりま

す。 

 集大成の意味、後継者の現状から判断すれば、今

期の任期をもって引退をするという理解になります

が、それでよろしいでしょうか。進退について、早

期に表明されることを首長のけじめ、品格として求

められると考え、御自身の意思をお伺いするもので

あります。よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 早く表明するほうがいいとい

う考え方は特に持っておりません。妥当な時期に表

明するのが美しいであろうというふうに思っており

ます。 

 きょうの新聞にも２つの新聞が、ほとんど正しく

表現をされていたなと思いますが、私は二人の立派

な働き盛りの40代の人物が名乗り出たなと。しかも

現職が退陣表明をしていない中でやるぞと二人が出

てきたということは、やる気満々の二人であるとい

うことを感じて、すばらしいと思っております。 

 ただし、今、二人はあちこちに回ってしゃべって

いるということを聞いておりますが、いまだに経歴

だけを持って回っておりまして、何をしたいのか、

何をやりたいのかが全く表現されておりません。と

いうことは、経歴というのは今までの経歴から私が

市長をやる力量があると思えるでしょうという過去

の力量の表示であります。これは私は評価いたして

おりまして、二人とも十分市長をやる力量があると

評価いたしておりますが、何をするのかがさっぱり

見えておりません。 

 そこで、これは記者会見のときにも表明いたしま

したが、いつ私が退陣するか、いやいやもう一回出

なくてはならないというふうに考え方変えましたと

いうふうに言うのかは、二人の政策を見た中で考え

るのが最も妥当であると。２月の新聞に、誰かが出

そうだという話が出てから、私を支持してくれた幹

部が３回ほど集合しましたが、その幹部会の意見も、

二人の政策を見て進退を表明しようという申し合わ

せになり、私もそのとおりだと思っておりますので、

間もなく出るであろう二人の政策を見て、私の進退

をはっきりさせたいなというふうに思っております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 菅沼 淳君。 

○２番（菅沼 淳） 私は、二人の政策の内容は関

係ないと思うんですね。市長の意思はどうなんだと

いう。やるのか、やらないのか。それだけではない
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ですか。 

 この表明というものは、やはり先延ばしすればす

るほどやはり首長としてのけじめ、それから過去に

市長は藤原正彦さんですか、の著書、国家の品格、

このお話をよくされてましたね。まさに市長御自身

が品格、問われるんではないですか、これ。わかり

ました。きのうと答弁は一緒ということですね。 

 それでは、いま一度最後にお聞きします。今、表

明できないのなら、いつ表明するんですか。それだ

け教えてください。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） これも繰り返しになりますが、

二人の政策が間もなく出るというふうにお伺いして

おりますので、その政策が多分私の推定では１カ月

以内に出るかと思います。それが出た段階で表明し

たいと思います。 

 けさの新聞にも報道されておりましたが、私はも

ともと４選阻止で出ております。余り長くやり過ぎ

てはいけないという考え方は今も変わっておりませ

ん。ですから相手が誰になろうが、俺は最初に絶対

やめるんだというほどのしか決心はないということ

であります。やめる予定であるが、出方によっては

こういう政策を二人が掲げていたのでは、もう一回

俺が出なくてはなんないなという可能性は存在して

いるということであります。以上です。 

○議長（二橋益良） 菅沼 淳君。 

○２番（菅沼 淳） 何か市長、あれですね。情け

ないですよ、答弁が。もう出るか出ないかじゃない

ですか。やるかやらないかじゃないですか。 

 わかりました。１カ月ぐらいしたら何とかわかる

ということですね。表明するということですね。確

認しました。以上で私の質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、２番 菅沼 淳君の

一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に６番 佐原佳美さんの発

言を許します。それでは、６番 佐原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） ６番 佐原佳美でございます。

通告に従いまして、１題、こさい版ネウボラ、子育

て世代包括支援センターの運用状況について伺いま

す。 

 質問しようとする背景や経緯でございますが、私

が昨年９月定例会の一般質問で、妊娠・出産・育児

の切れ目ない支援をワンストップで行うフィンラン

ドの子育て支援拠点ネウボラ、フィンランド語で助

言の場といいますが、それをこさい版ネウボラとし

て湖西市に設置し、子育て支援事業を実施してはど

うかと、政府が掲げるまち・ひと・しごと創生総合

戦略の４つの基本目標のうちの一つ「若い世代の結

婚・出産・子育ての希望をかなえる」の主な施策に、

子育て世代包括支援センターの整備があることを踏

まえ提案したところ、平成28年度から健康福祉セン

ターおぼとと、子育て支援センター２カ所で妊娠期

から就園前までの相談体制を充実させた、こさい版

ネウボラについて取り組んでいきたいと答弁をいた

だきました。 

 さらにこの３月、当市議会の予算特別委員会の質

疑でネウボラ事業の予算計上が見当たらず質問した

際には、子育て支援センターでは保育士が相談に乗

るので新たな予算計上はないとの答弁をいただきま

した。 

 しかし、その後発行された子育て支援事業が詳細

に紹介されている、これですが、子育て支援ガイド

や湖西市まち・ひと・しごと創生総合戦略、ダイジ

ェスト版ですが、ここにもこさい版ネウボラ事業や

事業場所を指す子育て世代包括支援センターの文字

はありません。また昨年９月に言って３月にいただ

いたものにはないということですね。総合戦略はも

っと後でしたが、ありません。 

 また新年度になって、産後間もない方や妊娠中の

方から、市内に産後ケアをしてくれる事業所がない、

ネットで調べたら湖西病院にあったが月１回予約制

ではすぐ相談したいことができない、遠く浜松まで

行っているなどの不安と不満の声を聞きました。 

 子育て世代包括支援センター、日本版ネウボラは、

今年度、全国で昨年度より100自治体以上多い251市

区町村・423カ所まで拡充する予算が国では計上さ

れています。 
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 また３月の国の予算委員会では、公明党の西田実

仁参議院幹事長が、同センターは予算措置で安定し

ていない。市町村の取り組みを促すためにも法定化

すべきだと提案し、日本版ネウボラを法律で位置づ

ける児童福祉法等改正案が厚労省より国会に提出さ

れ、５月27日参議院本会議で成立し、平成29年４月

１日から施行と決まりました。 

 今お話しさせていただいた部分は、一般質問通告

時は国会会期中であり、閉会後の現在、続き、結果

を述べさせていただいております。その児童福祉法

等の一部を改正する法律案要旨には、全ての児童の

健全な育成を図るため、児童の福祉を保障するため

の原理の明確化云々と前書きがあり、母子健康セン

ターが行う事業に、母子保健に関し支援に必要な実

情の把握及び関係機関との連携調整を行うことを追

加し、その名称を母子健康包括支援センターに変更

する。また市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し

必要な支援を行うための拠点の整備に努めなけばな

らないものとするというものです。日本版ネウボラ

の事業を母子健康包括支援センターという拠点名称

で実施し、総合戦略の中で使われていた子育て世代

包括支援センターと同義の事業が法定化されたわけ

です。 

 質問の目的は、少子高齢化対策で国の総合戦略の

主な施策に掲げられている子育て世代包括支援セン

ター、ネウボラの整備は、場所の確保とそこの具体

的事業である妊娠から出産前後ケア、育児相談を切

れ間なく担当制で保健師や助産師などが家族に寄り

添いワンストップで対応していくもので、日本の喫

緊の課題、少子化対策、産後鬱病による幼児虐待防

止、女性のワークライフバランスなどに必須の事業

です。さらに、改正児童福祉法で法定化された事業

となりました。 

 若い世代の希望をかなえるとともに湖西市の出生

数増加のために、昨年９月に新年度より実施すると

前健康福祉部長が明言されたこさい版ネウボラを、

市民のニーズに合わせて実施してほしいので質問い

たします。 

 では質問の１点目です。こさい版ネウボラは、今

年度よりどのような組織体制で、ママさんたちの居

場所・交流スペースの確保なども含めてどのように

実施しているのかお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） 佐原議員にお答えを

いたします。 

 まず赤ちゃん訪問に関しまして、昨年10月から生

後２カ月の訪問に先立ちまして、生後１カ月ほどで

地区担当の保健師がかかりつけ保健師として連絡を

し、育児の不安解消につなげております。 

 また、初めて子育てをする生後２カ月から５カ月

になる乳児を持つ母親を対象としました、初めての

ママ教室。これまで１コース年４回行っておりまし

たが、本年度から２コース８回を実施してまいりま

す。この教室は、終了後に母親同士が連絡先を交換

し、自主活動に結びついているものでありまして、

交流の場として有意義な教室となっております。 

 子育て支援センターにおきましては、児童発達支

援として、つくしんぼ教室に加え昨年度から新たに、

かるがも教室を実施しております。 

 また利用者支援事業としまして、昨年４月から利

用者支援専門員を配置し、子育て相談や情報提供等

を行っておりまして、関係各部署との連携により、

切れ目のない子育て支援の実施に努めておるところ

でございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん、よろしいです

か。 

○６番（佐原佳美） 今ちょっと御答弁の中で書き

取れなかったところをお伺いいたします。 

 赤ちゃん訪問は、これまで出産後２カ月前後だっ

たものが１カ月ぐらいに繰り上げて実施していると

いうことで、地区の担当保健師が連絡をして訪問し

ているというところまではわかりましたが、その後

の２カ月から５カ月の初めてのママには、これまで

が１コース年４回でしたか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 27年度は１コース、

１コースが４回でございますけども、これを１回開

催しておりまして、本年度はこれを２コース８回と
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いう形で開催をする予定でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 済みません、ちょっとその意

味がわからないんですけれども。１コースというの

は、その対象者とか、対象者が限られた人だけを１

回去年やったのか、同じ人たちが２回どおり受けら

れるという意味ですか。その２コース８回というの

は、１コース４回との違いを教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） １コース、要するに

２カ月から５カ月のお子さんを持つ母親に対しまし

て、１つのコースとして４回同じメンバーで教室を

開催します。昨年まではその１コースだけでしたが、

今度は時期をずらして、もう１コース、また別の、

対象が２カ月から５カ月の子を持つ親に対まして、

もう１コース４回開催するということでございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） では、同じ人が年４回から８

回にふえたんだよではなくて、別のグループをもう

一回やるということだけで、市民にとっては拡充さ

れた感はないですね。じゃないんですか。事業とし

ては別のグループをもう一回開催するわけですけれ

ども、利用する側は２カ月から５カ月の間の方たち

が何人かまとめられて、年４回受けることができる

んで、利用者さんは年４回ですよね。別にその事業

としてはもう１組ふやしたという意味でよろしいで

すか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 利用される方につい

ては、その方にとっては特に変わりませんが、全体

として拡充、事業をふやしたということでございま

す。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） それで１年間に子供さんを出

産した初めてのママは、全部網羅されるんでしょう

か。年間400人ぐらいの子供さんが生まれてて、第

１子となると、またさらにもうちょっと少ない人数

かなと思うんですけれども、１回のこのコースのメ

ンバーは何人ですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 昨年度の実績で申し

ますと、１回の参加者は約15人でございます。生後

２カ月から５カ月のお母さん、対象者の方にお声か

けをして、希望された方が申し込んで受講をされる

ということでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） この事業はわかりました。あ

りがとうございます。それぞれの御都合もあるので、

第１子を産んだ方全部が受講できるといいなとは思

いますが、実際そのようなものがもっと欲しいとい

う声もいただいているので、これはまた希望してい

る方にも伝えたいと思いますし、市からも連絡が行

くわけですよね、漏れないようにね。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 市のほうからも対象

者には周知をしております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） では、ちょっとこの組織体制

というところで今お伺いいたしましたが、私が昨年

提案したネウボラというのは、地区の担当というこ

とではなくて、もちろんその地区ごとでこの保健師

がこの地区だよというのはもちろん決めてもらって

いいんですけれども、結局そのお母さんたちに、あ

なたの伴走者はというか、一緒に子育て、いろんな

相談に乗ってあなたをサポートしますよという人が、

名刺を渡したりとか、名前を告げて、心強く思って

もらえるような体制はとっていらっしゃるんですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） まず、先ほど答弁申

し上げましたように、これまでは生後２カ月ほどで

赤ちゃん訪問をしておりまして、それまでの間が言

ってみれば支援の空白部分があったということで、

昨年の10月からその赤ちゃん訪問に先立ちまして、

生後１カ月ほどの時期に各担当する保健師が育児の

状況ですとか、不安、困り事がないかというような

確認のための電話を、私が担当しますということで

電話かけをさせていただいております。 

 実際に顔合わせをする機会というのが、離乳食教

室ということで４カ月児が参加される教室があるん

ですけども、そのときには担当の保健師が名刺を配
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って、私が担当させていただきますということで顔

合わせをしているところでございます。以上でござ

います。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 昨年度の繰り返しになります

けども、ネウボラというのは担当制をもって母子手

帳を交付するときから、あなたのいろんな相談に、

心身ともや家族の状況、中には望まぬ妊娠があった

りする方もいたりして、そういう相談に乗りますよ

ということをしているのが、そのネウボラの事業内

容なんですけれども、それと、いつでも随時行って

相談ができるという場所があるというところを言っ

ているわけですけれども、ちょっと違うと思います

ね。昨年提案して、やりますよと前部長ですが言わ

れた内容とは。 

 それと先ほど、今までは赤ちゃん訪問は生後２カ

月だったのに１カ月で訪問するようになりましたと

おっしゃいましたが、今は電話をかけていると言っ

て、電話で問題があるという方は訪問されていると

は思いますが、実際私に最近投げかけてくれた方も、

１カ月ちょっとで来てくれたんですよと。それはう

れしかったと。だけれども名刺も置いていかないし、

あなたの担当ですとも言わないし、佐原さんがそう

いうのを９月に提案してやることになったよという

話は聞いてたけれども、全然担当制とかそういうこ

とは一言も言っていかなかったと。いつでも私に連

絡をしてねというようなやりとりはなかったという

ことで、いつから始まるんですかという問い合わせ

が私にはあったんですね。やはりすごく頼りたいと

いう、新人ママはね。そこら辺を察して私は提案し

たわけですので、それを酌んだ、まだ年度当初です

ので、改善できればお願いしたいなというふうには

思います。これ以上やりとりしても現実はそうなん

ですからというところです。 

 それと、議事録をもう一度読みました、私が昨年

の９月に質問したときの。そこの中での答弁で、子

育て世代包括支援センターの設置には保健師、助産

師、ソーシャルワーカーの３職種の配置が必要とな

ります。厚労省のモデル事業として取り組んだ自治

体の例を参考にしていきたいという答弁があって、

子育て支援センターの新年度予算のところで事業が

あったのは空調を直す予算だけだったので、人件費

はと私が聞いたら、保育士でやるから何も必要ない

んですという答弁があって、先ほどの質問の経緯の

ところでもお話ししましたけれども、その保育士と

いうのは、先ほどお話しされた利用者支援専門員と

いう方なんですか。その体制をもう一度、おぼとと

子育て支援センターでは、どのような人数で、組織

体制を教えてくださいという質問をしておりますが、

御答弁ください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 健康福祉センター、

健康増進課におきましては、これは母子保健の担当

としまして４人の保健師が担当地区を決めまして支

援に当たっております。 

 それから子育て支援センターにつきましては、今

お話ありましたように利用支援員の方ですね、この

方、利用者支援専門員の方を昨年４月から新たにお

願いして支援をしていると。それに加えまして子育

て支援センターにも保健師を１人配置しております

ので、そちらも相談の対応に当たっております。以

上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。体制はそうな

っているということですね。 

 それと、ネウボラの開始というのは全国でも多く

の自治体が始めているわけですけれども、まず実情

把握、今度の改正児童福祉法にも明記されましたが、

29年４月からの施行ですけれども、母子手帳を交付

するときに、今アンケート調査とかはしていらっし

ゃいますか。これから産むという方に、どういう支

援が必要なのかという状況を市としては把握してい

るんでしょうか。一つの伴走型として支援していく

というネウボラ事業の内容の一番最初のことなんで

すけれども。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 母子手帳を交付する

時点から、個人ごとの台帳というんですか、記録を

つくっておりまして、その中でその世帯の状況です

とかを聞いております。その中で何か困っているこ
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とがあるというようなことであれば、そういった内

容もあわせて聞き取りまして、記録をとっていると

いうことで、紙ベースの記録と、あとシステム上に

もそういった記録を残しておりまして、常にその記

録をもとに対応ができるようにしております。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。ありがとうご

ざいます。アンケートというか、決められた書式の

中で同じ情報、項目を皆さんからお聞きしていると

いうことがわかりました。ありがとうございます。 

 では先ほどの居場所・交流スペースの確保なども

含めてという質問のところの部分として、年４回と

かそれを２クールやる、別の方たちですけど、もう

一回実施している中で、お母さん同士が連絡先を交

換して、そういう交流につながる提供もしているよ

ということでしたが、ことしの５月に市内に現在唯

一の助産院が開院しました。お産は行わず、市の赤

ちゃん訪問の事業を委託されてそれを実施されてい

たり、グループや個別での産前産後ケア、子育て相

談、講演活動などをされておられるそうですが、そ

の助産師さんの子育てサロンに参加してきて、そこ

に見えてるお母さんたちにもお話を伺ってきました。 

 とにかく生後３カ月でやっと赤ちゃんも親もなれ

てきて、少しはほっとする時間が出るけれども、と

にかく私に相談があった方も昨日もたくさんの長文

メールで、とても今不安でストレスがたまっている

という内容を訴えられておりますけれども、そうい

う連絡先を交換してもらうというのはありがたいこ

とですが、連絡先を交換した後、そのお母さんたち

が集う場所というものは、勝手にそれぞれのお宅へ

行ってやってとか、あるいはおぼとの中や子育て支

援センターの中でそういう方たちがまた交流するよ

うな時間帯だとか場所だとか、そういうものは設置

しているんでしょうか。 

○議長（二橋益良） ただいま12時になりましたけ

ども、この質問を終了するまで、１番が終了するま

で少し延長させていただきたいと思いますけども、

よろしいですか。 

  〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） では答弁お願いします。健康

福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） お母さんたちの交流

の場としましては、まず市として場所の提供という

ことで健康福祉センターの中で遊びの広場という場

所の提供を行っております。また子育て支援センタ

ーにおきましては、わくわく広場ということで場所

の提供と、一部読み聞かせ等の活動もしております。 

 そのほか、昨年度からは同様の場所の提供という

ことで西部公民館でも場所の提供を始めております。

また、にこにこ広場ということで保育士が各市内の

会場を回って交流の場の提供、相談、それから関連

情報の提供、そういったことをする広場を市内巡回

して５カ所で行っております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。ありがとうご

ざいました。市民がそのような市の資源を十分キャ

ッチできて、それを活用するように、またぜひとも

その４回のコースですね、２カ月から５カ月の初め

てのママ育成コースのところで紹介をぜひしていた

だきたいと思います。では１題はこれで終わらせて

いただきます。ありがとうございます。 

○議長（二橋益良） 質問の途中ではございますが、

ここで昼の休憩とさせていただきます。再開は午後

１時といたします。 

午後０時02分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、午前

に引き継ぎ会議を再開いたします。 

 佐原佳美さんの質問の２番からでありますので、

よろしくお願いします。では６番 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ではよろしくお願いいたしま

す。 

 質問の２番です。湖西病院健診センターで平成26

年５月から第４火曜日に予約制で半日実施している

産後ケア「新人ママさん応援します！」の２年間の

各相談件数はどのくらいでしたでしょうか。また、

随時対応、相談に乗っていただくことはできないも

のか、まとめてお伺いいたします。 
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○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） 産後ケアの相談実施状

況につきましては、平成26年度が４件、平成27年度

が５件でございました。平成28年度の４月、５月は、

相談がございませんでした。 

 随時対応にできないかという御要望でございます

が、産後ケアを担当している職員は、通常の健診業

務を担当していることに加え、ストレスチェックな

どの新事業も実施しております。さらに助産師とし

ての業務である命の大切さの出前講座や市民健康講

座などの業務も行っており、通常業務の量が増加し

ておりますので、今後も相談は継続してまいります

が、随時での対応は難しい状況でございます。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 一昨年の３月に産後ケアのお

願いをしたときには、療養型病床群をつくるからと

ても無理ですよという御答弁の中でも実施をしてい

ただいて、細々ではありますが、市民のお役に立っ

ていただいていると感謝しております。無理な配置

といいますか、産科を閉鎖してから助産師さんが別

のお仕事をされてたのに、そのように配慮いただい

たということは感謝しているところですが、やはり

市民、とにかくこの人口減少問題に湖西病院として

も貢献していただける対応を今後も御検討は引き続

きお願いしたいと思います。 

 他市では、産後ケア応援券というようなものがあ

って、もちろんこの湖西病院で行っている産後ケア

は無料で行っていただいておりますけれども、無料

のものにチケットを発行してもお得感はないかもし

れませんが、でもこういう相談も乗れるんですよと

いうようなものをお母さんたちに配布していただく

というようなことも周知できることになるかと思い

ますので、その辺をまた健康福祉部長、御検討いた

だけれたらと思います。頭に納めておいていただけ

ますか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 今のお話、私、詳細

ちょっとまだ存じておりませんので、またそういっ

た事例を研究してみたいと思います。以上でござい

ます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） よろしくお願いいたします。 

 では３番目の質問で、湖西病院婦人科で乳腺症等

の乳房ケア、母乳外来等は実施できないものでしょ

うか。やはり乳腺が詰まってしまって痛くてしこり

ができてしようがないとか、子供がうまく飲んでく

れないので、おっぱいの道ができていないお母さん

たちが大変苦しんだりしている話を聞いております。

浜松の病院までやはり乳児を連れて通わなければな

らないという状況を聞いております。何とか御検討

いただけないものでしょうか。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（寺田 肇） 産後ケアでの相談

により、医師の診察を受けることが望ましいとされ

た場合や乳腺症あるいは乳腺炎等の症状が見られる

場合には、産婦人科の外来で診察ができますので、

御利用いただければというふうに考えております。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 私がここへ表記したのは、こ

こに書いてあるとおり、産婦人科の中でその先生が

対応していただけるのはわかるんですが、心に寄り

添った、ゆったりとした乳房ケアとか、そういうも

のを意味する、産婦人科の先生の診断を受けて、看

護師さん、産婦人科があった場合には全てが助産師

さんが病棟でも対応しているわけではなくて、看護

師さんも産婦さんに対応しているわけですので、産

婦人科のところが窓口となり、そこから乳房ケアと

いうような枝葉のサービスを検討していただけない

かということですが、いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（寺田 肇） 通常の業務の中で、

実際に乳房ケアの必要な状況に関しては、現在も助

産師に連絡をしてという形にはなっております。た

だ、それに関して指導ができる助産師の数もいませ

んので、勤務の状況等、突然来られて今からお願い

しますという形で必ずしも対応できるという形には

できないかと思いますけれども、実例あるいはどう

いうふうな形があるのかをちょっと想定して考えて

いきたいとは思いますけれども、言われることの意
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味は、いわゆる一般診療でなくてのことをお願いし

たいというふうに言われてることかと理解しました

けれども。人的な対応等がありますので、必ずそれ

で対応できる、当日に対応できるとか、そういうよ

うな形は確約できない状況ではありますけど、ただ

先生が、その診療時間のときに来て、例えば炎症所

見があるので処置をするとか、あるいはドクターか

らの指導とか、そういうような形は産婦人科のほう

では今現在も対応はしていると思いますけど。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） もちろん病院としての機能は

十分果たしていただいてると思っていますが、院長

先生も今御理解いただいたように、さらにサービス

アップしたものということになりますので御検討い

ただきたいということでお願いします。今やはり湖

西病院の本当に市民への貢献度が注目を浴びている

最中だと思いますので、少しでも、現状ではなくて、

現状よりも市民へのサービスのアップということを

考えるという余地は持っていただいて運営に取り組

んでいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 では４番。子育て支援センターや健康福祉センタ

ーなどに相談に行けない就労ママなどのために、牧

之原市が今年度から開始したまきはぐとか、焼津市

が来年２月開始予定の電子母子手帳などのようなＩ

ＣＴを活用して、市や医療機関、保育園、幼稚園等

と家庭が、子育て支援情報を共有して連携できる、

相談もできるシステムを導入する考えはと質問させ

ていただきましたが、ちょっと牧之原市にお電話し

て具体的に聞いてみましたら、相談に関してはこの

焼津の電子母子手帳もそうですが、市のホームペー

ジ上へ質問を投げかけて、そこから返ってくるとい

うような形になってしまって、アプリを開発して、

スマートフォンを使ったり、のラインを使ったりし

て、双方向性のある相談をしている自治体もあるん

ですけど、それとはちょっとこの２市、県内の事例

がいいかと思いましたので牧之原市と焼津市を挙げ

ましたが、ちょっと双方向性には薄いもののようで

す。ですが、アプリを開発して、やはりその場に来

れない人たちへの相談を受けているところもあった

り、昨年９月のときにも生後１カ月間毎日メール配

信しているという市があることなども御紹介しまし

たけれども、その辺への取り組みはいかがでしょう

か。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） ＩＣＴを活用したシステムに

つきましては、牧之原市が今年度開始し、焼津市も

来年開始の予定と聞いておりますので、私どもも参

考にさせていただきまして研究してまいりたいと思

います。またほかの市で、ここを参考にするといい

よというのがございましたら、お教えいただければ

幸いです。 

 湖西市では、平日相談に行けない就労ママのため

に、休日にも子育て支援センターで相談に応じてお

ります。電話やメールでの相談も受けております。

また県も18時から翌朝８時まで、静岡こども救急電

話相談を実施しておりまして、緊急な電話相談に応

じております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 前向きな御答弁を市長からい

ただきまして、ありがとうございました。ほかの市

がとおっしゃっていただきましたので、近いところ

で愛知県の清須市が子育てアプリというものを、市

民と市の職員とで共同開発したものがあります。そ

れから東京都の世田谷区でも、世田谷子育て応援ア

プリというものがあったり、山形県の新庄市では、

新庄市というんですかね、新庄市ですかね、新庄市

は、ラインで相談を受け付けているということが、

みんなことしの情報で、平成26年の情報であります。

御参考に検討していただきたいと思います。 

 先ほどの御答弁の中に、本当に子育て支援センタ

ーは月曜休館で土日やってもらってるというのは大

変ありがたいなと思っております。そのまた答弁の

中に、メールでもというふうに聞こえたんですが、

おっしゃっていただきましたね。ではそのメールで

の活用の状況をお聞きしたいんですが、湖西市の子

ども・子育て支援計画の中には、保健師等の育児相

談事業の充実というところに、時代に合ったメール

などを利用した相談などの手段の拡大について検討
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しますとあって、前部長も昨年の９月のときにはそ

れもまだうまく活用してなくて課題となっているけ

れども進めていきたいという、子ども・子育て支援

計画の中に文中にあるもんですから、そのようにお

っしゃっていましたが、その活用状況はいかがでし

ょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） まず、市長の答弁で

メールでも相談を受け付けているという関係でござ

いますが、市のホームページ上で健康増進課のメー

ルアドレスを紹介しておりまして、そこで相談、問

い合わせ等はお願いしたいということでホームペー

ジ上に載せてございます。実際には年間に数件、問

い合わせ・相談があるかないかというところでござ

います。 

 それから、子育て支援計画にあります今後の方向

性としてメールの活用ということですけども、今回

も佐原議員のほうから御提案いただいておりますの

で、まだ正直なところ進んでおりませんので、今後

他市の状況、今御紹介いただいた先進市の状況を調

査しながら、研究してまいりたいということでござ

います。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございます。そう

いうしゃべるよりもメールで文章を書くほうが人に

伝えやすいという人と、とてもそういうものを文章

を打つのは苦手だという方と、いろんな方がいらっ

しゃると思います。また年齢層も中にはおばあちゃ

んが相談したい場合もあるかもしれませんし。 

 牧之原市の担当職員と電話で話をしたときには、

ただメールというのは、文章というのは、いろんな

誤解もあるもんで、牧之原は４万人ぐらいの人口で

湖西市よりも若干人口も少ない市ですので、市民、

相談に来るその年齢の方たちは顔が見える状況にあ

るので、なるべく対面するようにはしてますという

助言が一言あって、私も、今時代でやはり本当に物

理的に足を運べない人のためにはやはりそういう部

分も必要だと思いますけれども、何といっても現場

が第一というか、困っている方のお宅に訪問したり、

直接面談することが最重要だということは、私も認

識しておりますので、そこら辺も踏まえてまた市の

ほうで研究をしていただきたいと思います。ほかに

何か答弁があったら教えてください。答弁というか、

思いがありましたら。このこさい版ネウボラに関し

て、佐原議員はそのような言い方ばかりするけれど

も、もっとこういう情熱を持っているんだよとか、

こんな計画があるんだよというようなことがありま

したら、最後に教えてください。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 実は佐原議員のきょうの質問

を聞きながら、ありありと伝わってきたのは、あの

ときこういう答弁したからもっと期待してたのに、

期待どおりいってないじゃないのという御不満を聞

きながら、ひしひしと感じました。もう少しやはり

担当部門と議員が、こういう意向なんだよと、もっ

としっかりしてよということを、優しく教えていた

だければありがたいなというふうに感じた次第であ

ります。ありがとうございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん、よろしいです

か。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。優

しく言ってるつもりですが、厳しかったですかね。

でもやはりそれぞれの市民の利益や湖西市全体のい

ろんな利益を考えながら、みんなで、ある知恵をも

っと出して、ある資源を生かしながら、市民の幸せ

をお互いに築いていけたらなと思っております。ど

うもありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 続きまして14番 馬場 衛君

の発言を許します。それでは14番 馬場 衛君。 

  〔14番 馬場 衛登壇〕 

○14番（馬場 衛） 14番 馬場 衛でございます。

ただいま議長の許可をいただきましたので、一般質

問をさせていただきます。 

 今回、市民の安全・安心な暮らしを確保するため、

２項目について当局の取り組み並びに考えについて、

お伺いをいたします。 

 まず１点目でありますが、先月湖西市内で発生し
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た大変悲しい小学生の自転車事故に要因するもので

あります。 

 質問しようとする背景や経緯でありますが、地球

温暖化に対する市民意識がより高くなる中、効果的

な温暖化対策として公共交通などの利用も促進され

ることと思います。あわせて民間企業や公共の場に

おいても、健康増進の観点や環境保全の高まりによ

り、自転車の積極的な利用が推進されており、各地

で自転車の安全確保に関するインフラ整備の重要性

が求められているところであります。 

 その中、テレビ、新聞等で報道のとおり、湖西市

内で幼い命が失われたことは、まことにせつなく残

念でなりません。お亡くなりになられた児童の御冥

福をお祈りいたしますとともに、御遺族の皆様には

心よりお悔やみを申し上げます。 

 幼い児童を持たれる保護者においても、事故の話

題を耳にするたびに、自分の子供は大丈夫かなと心

配される親御さんも多くおられることだと思います。

交通事故は、被害者にとっても加害者にとっても、

またその家族にとっても、大変大きな身体的、精神

的、経済的ダメージを受けるものであります。一瞬

の事故で時にはとうとい命が奪われてしまうことも

あり、そうでなくてもその人の人生を大きく変えて

しまうことになりかねません。 

 交通安全は国民みんなの願いであります。交通事

故の特徴として、高齢者の事故や生活道路での事故

が多いこと、また地元の人が被害者と加害者になる

ケースが多いという点などを踏まえ、ハード面から

の安全対策だけでなく、啓発活動や安全教室など、

ソフト面からの安全対策や取り組みについてお伺い

をいたしたいと思います。 

 質問の目的であります。湖西市内での安全・安心

な生活環境を構築するため質問をさせていただきま

す。 

 １点目の質問であります。先月起きました小学生

の交通死亡事故について、湖西市の再発防止策の検

討状況について、まず最初にお伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。登壇してお願い

します。 

  〔危機管理監 松本裕行登壇〕 

○危機管理監（松本裕行） お答えをさせていただ

きます。 

 過日の死亡事故現場におきまして、既に報道等で

もされておりますが、５月31日に警察、自治会、学

校関係者、行政等が集まりまして、それぞれの視点

から事故の現場診断を行いました。その後、湖西高

校会議室に会場を移しまして診断の結果を踏まえ協

議をいたしました。 

 その際、教育現場では、事故翌日、全校に緊急メ

ッセージを送るとともに交通安全に対する意識の高

揚等が講じられ、地元自治会においては現地交差点

にて、小・中・高校生の登下校時に交通安全指導を

毎日実施しているとの報告がございました。そこで、

まずは大人が交通ルールを行動で示すこと、幼児か

ら高齢者までが交通安全教育を受けることが必要で

あるとの共通理解を得たところであります。また、

事故現場に通行者への注意喚起看板を設置いたしま

した。 

 今後におきましては、地元自治会を初め関係機関

との連携を図り、交差点の安全指導を強化するとと

もに、交通安全教室の積極的な開催に努めてまいり

たいと、そして事故防止を図ってまいりたいという

ところでございます。以上、答弁とさせていただき

ます。 

○議長（二橋益良） 14番 馬場 衛君、どうです

か。 

○14番（馬場 衛） 早速５月31日に現地で警察、

自治会、学校関係者まじって現場診断、事故現場を

診断されたということですが、私も二度ほど現場を

見させていただきました。大変見通しの悪いところ

で、事故があっても不思議ではないかなと感じます。

その中でそういった取り組みをいち早くされた。そ

れについては大変喜ばしいことでございます。 

 また、事故後においても朝夕、子供の登校時間に

は、地域の人たちが立って、交通指導されている。

本当に湖西市内全体の中でも交通指導員されてる、

交通安全のために朝夕活動されてる方については、

大変頭の下がる思いでありますが、そんな中にあっ

てもこういった事故が起きるということは、大変悲

しいかなというふうに、そんな思いがしてなりませ
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ん。 

 今、交通安全を促す施設をこれから検討してとい

うふうなことはお話しされた中にあるんですが、具

体的には今後どのような形で、現場には注意喚起の

事故防止用の旗など立ってるというような状況です

けど、ここだけに限らず、この後の項目の中でもさ

せていただきますけど、今当面、具体的に考えられ

てるというようなものについて、わかりましたらお

答えをいただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） それでは私のほうか

ら、ハード面に関する対策だと思いますので、お答

えをさせていただきます。 

 事故が起きました交差点の安全対策につきまして

は、ドライバーや歩行者・自転車に、交差点それか

ら飛び出しの注意を促すため、交差点と走行レーン

のカラー舗装、外側線、ポールコーン、飛び出し注

意徐行の看板設置、それから飛び出し注意の路面表

示を行うよう準備をしております。また、この交差

点の南にも同様の交差点がございますが、こちらに

つきましてもカラー舗装を行うよう考えているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） ちょっと私の質問の仕方が悪

かったですけども、８番目のほうに行ってしまった

ような感じがするんですけど、今この安全を促す施

設部分については、同じようなことが後のほうのハ

ード面で言えると思いますけど、それは理解させて

いただきました。また後のほうでもうちょっと詳し

く質問させていただきます。１番目については終わ

ります。 

 ２番目に移りたいと思います。では２番目の児

童・生徒への交通安全教室などの取り組みの状況に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。答弁をお願いします。 

○教育長（山下宗茂） 市内の幼稚園、保育園、小

学校、中学校、どの教育施設においても発達段階に

応じた交通安全について学習指導がされております。

基本はやはり自分の命は自分で守ると。これが基本

になろうかなというふうには思っています。その際

には、湖西警察署、それから交通安全協会の協力を

得て、実際には教室を開催しているという状況であ

ります。 

 具体的な教室での取り組み内容でありますけれど

も、幼稚園・保育園児から小学校の低学年までにつ

きましては、道路、歩道での正しい歩き方、あるい

は安全な登下校の仕方、雨の日とか風の日の歩き方、

安全な道路横断等、日々の生活の中で直面するよう

な事柄について具体的に指導するという形になって

きます。 

 また小学校の高学年からは、自転車の安全な乗り

方やそのルール、それから道路の横断等について、

教室のほうで具体的に学ぶと。中学生につきまして

は、通学路の危険箇所についての確認とか、安全な

登下校やマナー、交通マナー。それから中学生なり

のということになりますけれども、道路交通法が改

正された状態の内容、それから交通事故の責任とか

補償とか、加害者になったり被害者になったりする

際の状況等についても、中学生のほうに指導をして

います。 

 また交通安全リーダーと語る会というのが毎年開

かれております。この交通安全リーダーというのは

小学校の６年生ということになりますけれども、警

察、保護者、地域の方等と一緒に、会合に参加し、

危険箇所の確認とか交通事故から自分自身、身を守

るためのマナーとか、そういうことについて協議、

話し合いをし、交通安全意識を高めていくというよ

うな状況であります。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 当然この各年齢層、段階、低

学年とか幼稚園とか、あとは中学年、高学年、それ

ぞれに応じた交通教室、マナーについては、もう通

年でやられてる部分だと思いますが、今回のこの事

故に関して、臨時校長会等も開かれてお話しされて

ると思うんです。その辺のところの差し支えないと

ころで少し検討された部分、こういった部分には各

校で注意を促そうというふうな話がありましたら、

お願いいたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） 今回、交通死亡事故が発生
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してしまったということで、臨時校長会等も開きな

がら、当該の学校関係者と打ち合わせをする中で、

とにかく市内の小・中学校全てに緊急メッセージを

発信しようと。先ほど危機管理監のほうからもあり

ましたけども、緊急メッセージを教育委員会の事務

局のほうで作成をして、臨時校長会で校長先生方に

説明をし、こういう点について、要するに歩行者と

しての交通事故防止、それから自転車に乗る際の事

故防止と、こういう２つの観点から幾つかの項目に

ついて児童・生徒、それぞれの学校で集会を開催し

ていただいて、指導を強化しました。 

 それからさらに、その指導した内容について、保

護者の方々に文書で通知をさせていただいて、こう

いう緊急メッセージとともにこういう指導を学校で

しました。ですので、家庭のほうでもこの書かれて

いる指導内容について、徹底・協力をお願いします

というような形で文書を出させていただいたという

形であります。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） この事故についても一応校長

会でそういった会合の中で各家庭に徹底できるよう

な文書配布をされたというふうに理解をさせていた

だきました。 

 この後、この事故に関して鷲津小学校で保護者会

を実施していると思うんですが、この内容について、

どのぐらいの保護者の方が参加されたのか、できれ

ばお話しいただければと思います。おおむねで結構

です。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） 鷲津小学校において、緊急

の保護者会という形で開かせていただいて、事故の

概要等の説明をするとともに、保護者にもお子さん

の交通事故防止ということをお願いしたわけですけ

れども、それと同時に運動会の延期であるとか、さ

まざまな行事等についてのことも説明をさせていた

だきました。 

 実際には今鷲津小学校は1,000人ほどですので、

そのうちの８割ぐらいが参加をしていただいたとい

う状況だというふうに聞いております。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 一つの事故によって、緊急的

に保護者が集まらなければならない。また学校行事

にも影響を及ぼす。大変悲しい事故だったわけでご

ざいます。そういった取り組みには学校側だけでな

くて、保護者全体で、また地域も含めた中で取り組

んでいかなければならないかなと思ってます。 

 それでは次の３番目の質問に移らさせていただき

ます。児童・生徒の自転車利用に対する安全対策に

ついてをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） 先ほども少し申し上げまし

たが、自転車の利用に対する安全対策については、

基本的に小学校の３、４年生あたりから自転車の正

しい乗り方であるとか、ルールであるとか、安全な

走行の仕方とか、理論と当然実技を交えて指導を毎

年しております。 

 それから、学校によりましてはＰＴＡのほうが自

転車の利用に関する申し合わせを作成して、放課後

あるいは土日、要するに学校にいないときといった

らおかしいですけど、学校活動を行ってないときの

放課後、家庭での時間というのはかなりあるもんで

すから、そこのところでこういう形で自転車を利用

しましょうというような申し合わせを作成して、保

護者全体に呼びかけをしているという状況です。以

上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 特に今回、小学校３年生の子

供さんの自転車による交通事故ということで、今の

お話の中でもありましたとおり、学校によっては４

年生でなければ乗れないよというふうなところもあ

ります。それはＰＴＡ主導で何十年と続いている、

学校名を挙げれば新居なんですけど、そういった中

で新居の小学生は４年生にならなければ自転車は乗

れないのが定着している。それが当たり前。しかも

学校主導でなしにＰＴＡ主導でほとんどやってきた

のが現実でございます。湖西市内では３年生だった

ら、ある程度親の監督の中だと思うんですが、たま

たま今回こういった悲しい事故になってしまったと

いうことで、私はある程度の制限があってもいいん

ではないかな。なかなか親御さんの監督ならいいで
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すよといっても、今回もこの新聞発表にありますよ

うに、今後はＰＴＡを通じ３年生以下の児童は保護

者同伴でなければ公道を自転車で走らないような呼

びかけをするというふうなことを伺っておりますが、

この辺については学校側としてはどのように捉えら

れておられますか。ちょっとお伺いをいたしたいと

思います。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） まず、自転車の制限につい

てですが、３年生以下については乗ってはいけない

といったらおかしいですけど、保護者の付き添いが

なければ公道を運転してはいけませんよといってい

るところは知波田小学校というところがあります。

新居小学校については同じように３年生以下の子供

は乗ってはいけないという禁止ではないです。要す

るに３年生以下の場合は保護者と一緒に公道を利用

するようにしてくださいというような言い方になっ

ています。 

 実際に交通安全教室等においても、基本的には３

年生、あるいは４年生あたりから自転車についての

正しい乗り方の指導を市内の全ての学校でしている

という状況であります。ですので、子供の成長とい

うことから考えると、そのあたりが年齢的には妥当

なのかなというふうに思いますが、先ほど申したよ

うに、今は歩道を歩いていても車にはねられるとか、

走行中に対向車がぶつかって来たとか、どんなに交

通ルールを守って自分が歩いたり自転車に乗ったり

していても、事故に巻き込まれる可能性がある社会

になっている。そういう意味では、まずはやはり年

齢を問わずに自分の身を守るという意識がどんな子

供たちにもやはり必要なんだろうというふうに思い

ます。 

 それと、自分の身を守るための安全というのはど

ういうことなんだろうかという気持ち、そして交通

事故を起こさないような技術、これらが子供たちの

身についていって、最低限自分の身を守るという状

況になるのかなというふうに思います。 

 そういう意味で、２つの学校については、今度鷲

津小学校もそういう形になりますが、保護者の皆さ

んにお願いをして、子供の自転車の技術を確認をし

ながら公道で走ってもいい、そういう技術が身につ

き、安全に対する意識、自分の身を守る意識がつい

てるということであれば、親御さんが許可をすると

いうような段階を踏むというのが一番正しい形なの

かなというふうに思っています。 

 今後、今回の事故を教訓に、他の学校等について

も、またＰＴＡと協議をしながら、こういう申し合

わせ事項というのがふえていくかもしれません。た

だ、基本は学校というより教育委員会が３年生以下

は絶対だめですよというような形にはなかなかなら

ないんではないのかな。それは先ほど言ったように、

３年生以下はだめですよ、４年生だったらいいです

よといったときに、４年生でも技術が身についてな

い子がもしいたとして、そこら辺をどういうふうに

解釈するかというのは非常に難しいことだなと。だ

から一律に学齢で禁止をするというのはなかなか難

しいことなんではないのかなというふうに考えてい

ます。ちょっと蛇足になりました。申しわけありま

せん。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 教育長の言われるそういった

話については、本当に御無理ごもっともであります

けど、私も何も３年生以下に乗ってはいかんという

話を求めてるわけでなくて、親の監督の中でしっか

り監視できれば別にいいと思うんですが、ただ今回

のような事故につながるという可能性があれば、で

きるだけどこかで歯どめなり、やはり３年生以下の

子供たちにみずから命を守るための勉強、こうだよ、

ああだよというなかなか理解できない部分もあると

思いますし、先ほど教育長言われたように朝の通学

でも整然とちゃんと歩いててもいつ事故が起きるか、

悲しい事故が起きているのも実際にありますので一

概には言えませんけど、やはり一定のくくりはあっ

てもいいかなというふうには考えております。 

 そういったことでは今すぐどうこうでないですけ

ど、それぞれ地域と学校と保護者と話をされて、決

められるところは決めて、それが事故につながらな

ければいい話なもんですから、決して乗ってはいけ

ないということではありませんので、今の車社会、

またこういった社会事情を考えれば、当然自転車乗
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ることも覚えてもらわなくてはいけないと思います。 

 ただそれをどこで区切るかということで、先ほど

言われたように技術的にも４年生、５年生になって

も危なげに乗ってる子供さんもいます。ただし、し

っかり親子自転車教室でルールを覚え、技術も覚え

て、許可証をもらえるような、昔はそういったとこ

ろもあったと思いますけど、そこまでいけば大きな

事故にはつながらないという思いもありますし、新

居の小学校についても以前にそういった事故があっ

たということから、そういったことも始まっており

ますので、ぜひ御検討をいただきたいと思います。

交通安全は本当に国民全員の願いでありますので、

ぜひ前向きな御検討をいただければと思います。 

 それでは４番目に移りたいと思います。通学路の

安全点検の実施及び結果についての対応、対策をお

伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） 通学路の安全点検等につい

ては、これまでも議会のほうで何度か御質問いただ

いて、答えさせていただいてるところでありますが、

学校ごとに毎年年度当初に通学路の安全点検を保護

者のほうにまずは依頼し、危険箇所をチェックする

ということから始めています。 

 それらの危険箇所を学校のほうで確認をし、それ

を取りまとめて、教育委員会のほうに、また最終的

に市内の全体の状況について取りまとめるというよ

うな形で、危険箇所については確認をし、安全点検

をして、こちらのほうに上げていただいております。 

 それらの活用につきましては、学校で確認をして、

ちょっと危ないなという所については、小学校であ

れば児童会とか、あるいは通学班会等を通して、こ

ういう所がちょっと通学に際して注意をしないと危

ないよということを促しながら、安全に通学するよ

うに促しているという状況であります。 

 また教育委員会としては、それらの危険箇所につ

いて警察や市の関係課と話し合い、改善をお願いを

するという形で、一つ一つ改善に努めているという

状況であります。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） それぞれ校区単位等、通学路

についてはされてるということでございます。 

 この件についても、防災関係についても同じよう

な中で、交通関係だけでなしに、危険、不審による、

ブロック塀の倒壊等も考えられる、含めての点検も

同じような形でやっていただければと思います。 

 ５番目に移ります。高齢者ドライバーに対する取

り組みについてをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） それではお答えをさせ

ていただきます。 

 湖西市の平成27年高齢者ドライバーによる交通事

故件数は、平成26年より20件減少しております。事

故に占める割合は依然高いことから、まずは高齢者

の方々が加齢による身体機能の低下を自覚をするこ

と、安全運転に努めていただくことが重要であると

考えております。 

 そうしたことから、本市では交通安全運動の期間

中に高齢者を対象としまして危険予測トレーニング

や交通安全教室を開催しております。また65歳以上

の方を対象としまして、運転免許証自主返納の補助

制度を御利用していただきまして、高齢者ドライバ

ーの交通事故防止を図っているところであります。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 高齢者に対してしっかり取り

組みをされてるということです。我々も一ドライバ

ーとして、本当に誰もが加害者になったり被害者に

なる可能性は皆さん持ってると思います。そういっ

た中で自覚した運転をし、また自覚した、加害者に

ならないためのヒヤリハットという言葉でいうんで

すけど、そんな経験を持たれた方も多いと思います

が、年をとるため、やはり瞬間的な判断というのは

年々鈍ってきます。私もいつまで運転できるかわか

りませんけど、事故のないような、高齢者の一員と

して、努力していきたいと思います。取り組みはさ

れておるということで次に移らさせていただきます。 

 ６番目に入らさせていただきます。市内各地域で

の交通安全に対する取り組みをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） お答えをさせていただ
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きます。 

 各地域におきましては、交通指導隊や自治会の役

員さん等が中心となりまして、小学生の登下校時に

交差点等での見守り活動が毎日行われております。 

 また入園式・入学式には、それぞれの園や小学校

に出向きまして、啓発品を配布しながら交通安全の

呼びかけを行っております。 

 さらに年４回あります交通安全運動の初日には、

約200人が参加し、市内27カ所で一斉街頭指導を実

施をしております。 

 今後も地域の交通安全の機運が高まりますよう支

援をしてまいりたいと考えております。以上であり

ます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 本当に各地域の交通指導隊の

皆さん、朝夕の子供の見守り等、本当に頭の下がる

思いであります。こういった活動をされる方が活動

しやすい環境づくり、さらに努力をしていただきた

いと思います。 

 次に移ります。教育現場での登下校時の安全対策

についてはどのように取り組まれておりますか。お

伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（山下宗茂） ただいま危機管理監のほう

からお話があったように、登下校時の安全対策につ

いては、学校だけではなくて、地域の方、あるいは

ボランティアの方、自治会の方々等、本当に多くの

方が協力をしてくださって、登下校の見守りとかあ

るいは注意・指導等を本当に毎日やってくださって

いて、感謝のしようがありません。それだけ車がふ

え、交通事故がふえてきたということなのかなとい

うふうに実感をしています。 

 実際に教育現場というお話でしたので、実際には

教職員であるとか、保護者の方々も含めて、地域の

方々と一緒に毎日危険箇所あるいは正門のところで

の指導等をしてくださっています。特にやはり多い

のは、横断歩道のところでの注意・見守りというこ

とになろうかなというふうに思います。 

 それと同時に、交通事故防止だけではなくて、や

はり通学路というのは防犯上の問題等もあるもんで

すから、下校時にさまざまなところに防犯パトロー

ルの方が立ってくださっているということも非常に

ありがたいことですし、注意すべき場所等について、

学校のほうの教職員も適宜パトロールをするという

状況で安全対策をとっているということであります。

以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 地域の皆さん方と連携しなが

ら、通学路また教育現場、登下校時についても、安

全対策がとられてるというふうに確認をさせていた

だきました。また引き続き、子供たちに注意を促す

ということも大変大事だなと思いますので、子供会、

児童会を通じて、登下校時の不審者があればそうい

った誘いには乗らないよというようなところも重要

なことだと思いますので、よろしくお願いをいたし

たいと思います。 

 それでは８番目のハード面についてお願いいたし

たいと思います。 

 市内全域の危険交差点、これは集約というような

形で言っておりますが、危ない所をいろいろ検証す

るという意味でございますので、特に危険箇所にお

いての道路構造を変えるようなことはできるのかど

うか。これは構造を変えたほうがいいなという場所

があれば、変えるかどうかというところも含めてお

願いいたします。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） まず、先ほど馬場議

員の１問目の再質問の回答で、私、さまざまなハー

ド対策を申し上げましたけれども、あの回答につき

ましては、今回痛ましい事故が発生した箇所、あの

箇所におけます具体的な対策として回答させていた

だきました。ただいまいただきました質問につきま

しては、市内の交差点全てにかかるということでお

答えをさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 危険交差点の集約、今議員もおっしゃいましたけ

れども、危険交差点情報の集約、そういった把握と

いうような解釈で回答をさせていただきます。 

 危険だと思われる交差点につきましては、警察、

学校関係者及び道路管理者であります市や県などに



８８ 

よる通学路合同点検や、市職員による日常の道路パ

トロール、地元自治会等からの情報提供などにより

通学路を中心に状況の把握に努めております。 

 確認されました危険箇所についてでございますが、

交差点の改良までは簡単にはできません。そこで、

まずは可能な安全対策を計画的に行うよう努めてお

ります。注意を促す関係標識やカーブミラーの設置、

公安委員会への横断歩道や一時停止の設置要望、ま

た交差点のカラー舗装なども安全対策として実施を

しているところでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 危険箇所の洗い出しというの

は大変重要なことだと思いますし、すぐ公道を変え

るというのはこれなかなか公安委員会の関係とか、

地域のいろんな事情もありますので、そう簡単には

いかないですけど、とにかくやはり危険箇所につい

ては何らかの形で拾い上げをしていただいて、どう

したら事故が防げるか。事故の起きる場所というの

は大体統計的にいくと、ここが多いねというのが数

字で出てくると思いますので、ぜひそういったとこ

ろにおいてはしっかり把握していただきたいと思い

ます。 

 今回の場所もやはり見通し悪いです、実際には。

あそこで一時停止しなくては当然普通のスピードで

行ってもぶつかる可能性というのは高いと思います。

そういったところについて、その地域の構造を少し

でも見通しができるような方策がとれればいいんで

すけど、これはそれぞれの地域の住んでおられる方

の御協力とか御理解も必要なことでありますので、

一概には言えないですけど、そういったところから

少しずつ、見通し悪い所には少し早目の指示すると

いうか、とまれというか、公安委員会のとまれでな

しに、そういった注意喚起できるような標識等も自

主的にやればできないことではないかな。それで事

故が防げるなら一番いいことでございますので、ぜ

ひそういった部分で拾い出しをお願いいたしたいと

思います。 

 最後に９番目に行きます。児童の多い地域におい

て、カラー路面舗装や通学路の青色表示など、この

ような取り組みについてはどのようにお考えでしょ

うか。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） カラー舗装や青色表

示は、交差点や通学路をドライバーに注意喚起する

方策としては有効なものだと考えております。 

 しかしながら、全ての交差点や通学路を一度に施

工するということは困難であります。そこで通学路

合同点検で確認した危険箇所や地元自治会からの要

望を参考に、カラー舗装やグリーンベルトなどの路

面表示を順次行っているところであります。 

 また、児童・生徒が多く行き来する区域では、車

の速度抑制や抜け道利用を防ぐ、ゾーン30の区域指

定を公安委員会とともに推進し、歩行者の安全な通

行を確保してまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 運転者にとって、カラー舗装

とかそういった部分については大変注意喚起、物す

ごく有効だと思いますし、ぜひやっていただきたい

なというふうに考えております。 

 ハード面については予算が幾らあっても足りない

ぐらいだと思いますけど、順次計画的に進めていた

だいて、市内の交通安全の事故防止につなげていた

だければ大変うれしい、そのように思っております。 

 最後に、これはちょっと言うか言うまいか迷いま

したけど、市長に、ちょっと眠そうですけど大丈夫

ですか。新聞報道にもありましたね。湖西市民の命、

６万人を預かる立場の市長として、先ほどありまし

た、大変あってはならない事故があったわけでござ

いますけど、中学教諭の無免許運転による事故とい

うことで、それぞれ大変な立場にあられると思うん

ですけど、こういった事故が起きたやさきの、また

これから交通安全に取り組まなければいけないとい

うやさきにまたこういった不祥事というか、あって

はならない事故が起きたわけですけど、それについ

ての、一言だけで結構です、コメントだけいただけ

ればありがたいです。よろしくお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（三上 元） 一言だけとおっしゃったわけ

ですが、実はこの事故、私も現場知ってまして、地
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図見てすぐわかったんですが、確かに見通しが悪い

んですね。そのとき瞬間的に思ったのは、今トヨタ

も一生懸命研究している自動停止する車の仕組みが、

もう少し早くできたら、これはなかったのになと。

10年後は多分こういうのはとまるんではないだろう

かなという気がするんですね。まずそれは第一点を

瞬間的に感じた次第です。 

 それから、孫が来て、我が家の中でも必ず走った

り、自転車に乗ったりします。そのときには必ず大

きな声で交差点に来たら左右をよく見ろと、スピー

ド落とせということを必ず言うようにしてるんです

が、これ何回言ってもなかなか履物をそろえること

ができないと同じで、難しいことなんだけどもやは

り言い続けることというふうに思いまして、ヘレン

ケラーをしつけしたのはサリバン先生だったと。サ

リバン先生の言葉は、教育は粘り強く何回も何回も

言うことと、腕力が必要という言葉がありました。

思い出した次第であります。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） あってはならないよというこ

とをもう一つ言葉としていただきたかったですけど、

交通安全については本当に市民全員が本当に願って

いるところでございます。こういった事故が決して

ないように、大人も、また地域も、保護者も学校も、

一体となって取り組んでいかなければならないと思

います。１項目目については以上で終わらせていた

だきます。 

○議長（二橋益良） それでは、ここで暫時休憩と

いたします。再開は２時15分といたします。 

午後２時01分 休憩 

───────────────── 

午後２時14分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて会議を

再開いたします。 

 ただいまは馬場 衛君の質問の大きな項目の今度

は２番から進めさせていただきます。どうぞよろし

くお願いします。馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） それでは主題２に移らさせて

いただきます。 

 湖西市地域防災計画における防災・減災対策の進

捗についてを主題でございます。 

 質問しようとする背景ですが、昨年12月議会の一

般質問に引き続き、市の地域防災計画の進捗につい

て、再度質問させていただきます。 

 今年４月、熊本で発生した地震では震度７を２回

観測した大地震で、甚大な被害をもたらしました。

東日本大震災とは違い、地震動による家屋の倒壊や

大規模土砂崩れによる被害が多く発生し、多くの犠

牲者を出すとともに多くの家屋倒壊で自宅にも帰れ

ず、不便な避難生活を余儀なくされている状況であ

ります。 

 湖西市においては、地域防災計画の中で地震・津

波による被害想定が示され、防災・減災に向けた対

策が進められているが、近隣市と比べると対策に不

安を感じるところであります。市の防災・減災対策

の進捗についてお伺いをいたします。 

 質問の目的でありますが、各地域での防災・減災

対策を確実に進めることで、市民生活の安全・安心

な暮らしを確保するためでございます。 

 それでは質問事項の１番目であります。津波浸水

区域での避難デッキ、命山建設の状況及び計画の進

捗はどうか。現在の計画で浸水域の市民を全てカバ

ーできるのかどうか、お伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） お答えをさせていただ

きます。 

 湖西市津波避難計画において、浸水前に高台や避

難ビルなどに避難することができない区域とされた

津波避難施設空白域に対し、津波避難タワーや命山

などの津波避難施設を整備しているところでござい

ます。 

 これまでのところ、新居弁天地区のわんぱくラン

ドに津波避難デッキが平成27年２月に完成しており

ます。今年度から住吉地区命山の工事に着手し、さ

らに平成29年度に日ヶ崎地区津波避難タワーの建設

を計画しているところであります。両施設ともに平

成29年度末の完成を目指しているところであります。 

 その後、西浜名地区とその周辺をカバーする津波

避難施設１基の設置を計画予定しているものでござ

いまして、この完成によりまして津波避難施設空白
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域の人口カバー率は100％となる予定でございます。 

 このほか、静岡県が今切口の海釣り公園を利用す

る観光客等を対象とした津波避難施設を整備するこ

ととなっているというものでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 順次、着々とは進んでいると

いう報告でありますが、実際時間がかかり過ぎてい

るんではないかなと。地域と、周辺を比べると特に

静岡県のこれからの浜松、磐田、袋井、ずっと沿岸

部に比べても、お隣の浜松市については400、数百

億という寄附金があって、現実問題というのはもう

浜名バイパスの横まで13メートルの防潮堤ができて

る。あの状況を見ると、何か湖西市はおくれてるん

ではないかなと大分不安を感じるわけでございます

が、おいおい避難デッキもでき、29年度中には住吉

の命山ができる、さらには日ヶ崎の避難デッキと、

また浜名地区松山近辺にはそれをやってやっと

100％に浸水域の住民を一応カバーできるというふ

うな御答弁いただいたんですが、最終年度、当局と

してはどの辺を考えておられるんですか。これを完

成するまでには。29年度には日ヶ崎地区までできる

んですが、松山についてはまだまだ場所の選定等も

決定までは行ってないと思うんですが、その辺のお

考えについて、よろしくお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） ただいまの西浜名地区

につきましては、地域の方々、また自主防災会等々

と場所の選定を今している最中と聞いております。

その選定が終わりましたら、その用地の展開、どこ

にどういう方たちが、その辺を具体的に詰めた上で

進めてまいりたいと考えておりますので、その進捗

ぐあいによって完了年が、お聞きになりたいのは完

了年だと思いますが、今申せることができない状況

でございます。以上であります。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） わかりました。地域の人たち

の場所が選定できればと。それが決まって数年内に

はできるというふうな御答弁だと思います。１点目

については了解しました。 

 では２点目に移らせていただきます。津波浸水区

域内での自治会が保管する備蓄品の一部を高台に移

しての保管を望む声があるが、市の対応はどのよう

になっておりますか。御答弁いただきたいと思いま

す。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） お答えをさせていただ

きます。 

 現在、新居地区の旧内山焼却場施設の一部を、市

防災倉庫として使用しておりますが、十分な広さで

はないことから、改めて施設改修等を行った上で市

防災備蓄倉庫や市防災拠点として整備することを計

画しております。 

 今後、施設改修計画を策定する中で、浸水区域内

自主防災会の備蓄品のストックが可能かどうか、そ

れを検討してまいりたいと考えております。以上で

あります。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） いろいろ検討はしていただけ

ると。ただ、浸水域の自治会にとっては防災倉庫を

持ってます。浸水域の中にある防災倉庫ですので、

実際問題、一時的なものでどうかなと思うんですけ

ど、食料品については意味をなさない部分があろう

かと思いますんで、そういったものをできれば高台

へどこどこ地区の備蓄品ですよと、食料品ですよと

いうことで置く場所があればということで、今お話

がありましたように新居町の内山の焼却場跡、防災

公園という話が出てるんですけど、この防災公園に

ついての進捗なり、市の今お考えというのはどの辺

まで予定されてるんですか。焼却場を潰すとアスベ

ストの問題とかダイオキシンの問題とか、いろいろ

出て大変な問題になるもんですから、かなり大きな

予算が必要だと思いますが、もう防災公園をつくる

方向あるよといってから数年たってますが、全然動

いてない状況なもんですから、その辺について御答

弁いただければと思うんですが。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（松本裕行） お答えをさせていただ

きます。 

 ただいまの防災公園につきましては、平成24年か
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ら24、25、26年度にそれぞれ基本構想、基本設計、

実施設計、これは防災公園として、それは済ませて

いる状況にあります。 

 今後においては、その建物部分の一部改修をしな

ければいけないという部分での考え方をどうしてい

くかということを今後進めていかなければならない

のが今後の進めであります。その設計をし、これも

何年にいつというのが今なかなか申せない部分がご

ざいますので、まずは喫緊の、先ほどの空白域の改

修が最優先でございますので、そちらをまずは進め

させていただきまして、その後において、ただいま

の基本的な部分はできておりますので、今度、今で

きている建物の改修について、29年度以降にどのよ

うにそれを設計に組み込んでいくかというのが今後

の課題だと考えております。以上であります。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） わかりました。次移ります。 

 災害弱者に対する減災対策に取り組む中で、各自

治会との連携は確立されているかどうか。その点に

ついてお伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 災害弱者に対する対

策といたしましては、避難行動要支援者の名簿の提

供とその活用に取り組んでおります。本年４月19日

に開催されました自治会依頼事項説明会におきまし

て、避難行動要支援者のうち情報提供の同意を得ら

れた方の名簿の配布、それから活用方法の説明など

を各自治会長へしております。 

 また４月20日に湖西地域自主防災会、21日には新

居地域自主防災会の会合におきまして、活用方法に

ついての説明をさせていただいたところでございま

す。なお名簿につきましては、毎年更新をしまして、

各自治会のほうへ提供していく予定としております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 弱者の名簿については、ある

程度把握されて、それを各自治会、防災会にお話し

されて、問題はその人たちをどういう形で救助する

かです。ただ名簿だけ、名前だけわかっても、一人

で全部できるわけではないし、そういったところに

ついては、まだ検討を要すると思いますが、各自治

会、また自主防災会で検討していただいて、また近

隣の人たちとどのような人がいて、どういうふうな

方法でどこまで避難させるのかというのも大変だと

思いますし、今浸水域の中では、動かすのに20分、

30分かかるというふうな、実際にやってみて、避難

訓練のときにやってみて、それだけかかる高齢者、

高齢者というか、もう動けない人を抱えてる家族の

方については、もう手を合わせて「ここでおって

ね。」と言うしかない。共倒れというか、一家全滅

になってしまう可能性があるもんですから、そうい

った話を実際の話として聞くもんですから、本当に

どうするかということは真剣に考えていただきたい

なと考えています。ぜひ連携を密にして取り組んで

いただければと思っております。 

 それでは４番目に移りたいと思います。熊本・大

分の地震で多くの家屋が倒壊しました。湖西市にお

ける家屋の耐震化はどのような状況か。また市の対

応についてをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） 住宅の耐震化に対し

ましては、平成13年度から補助事業を進めてまいり

ました。住宅の耐震化率は国の住宅・土地統計調査

による数値を使用しており、最新の数値であります

平成25年度末の耐震化率は82％となっております。

静岡県全体の耐震化率と同様の進捗となっておりま

す。 

 現在、平成32年度末の耐震化率の目標を95％に設

定し、対象者へのダイレクトメールや戸別訪問など

を行い、さらなる促進を図っているところでござい

ます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 82％は耐震化になってると。

残る18％は何戸ぐらいになるんですか。概算で結構

です。大体で結構です。時間かかるようだったらい

いですよ、別に。数字を求めたあれは通告してあり

ませんので、後で結構です。大体4,000戸ぐらいか

なと思うんだけど。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） 済みません。今ちょ
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っと数字を把握しておりませんので、後ほど。恐れ

入ります。 

○議長（二橋益良） それでは後で報告ということ

で。 

○14番（馬場 衛） 一応ここのレベルについては

県と同等のところまでは行ってるというふうに理解

をさせていただきました。32年度末には95％まで行

くということで、そういった耐震化の補助率等も上

げないとなかなか進まないと思いますんで、補助制

度をしっかり取り組んで、予算をとっていただいて、

予算が出てきたら絶対的に賛成させていただきたい

なと思いますんで。やはり熊本の地震見ても、下敷

きとかそういったところで家屋の下敷きになってけ

がをされたとか、亡くなられた方多いわけでござい

ますんで、この地域においても当然津波とあわせて

家屋の倒壊というのは十二分に考えられますんで、

ぜひ取り組みをお願いいたしたいと思います。 

 それでは最後の５番目に移りたいと思います。急

傾斜地の防災対策の進捗状況について、お伺いをい

たします。よろしくお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） 急傾斜地崩壊対策事

業の施工済み指定区域は、市内11カ所でございます。 

 今年度の事業は新たに白須賀字宿北地内に急傾斜

地崩壊危険区域の指定申請を静岡県に行う予定で、

現在、準備を進めているところでございます。 

 この急傾斜地崩壊対策事業は、地元や土地所有者

の御理解と御協力が不可欠であり、多くの時間と多

額の費用がかかる対策事業でございます。そのため、

まずはソフト的な対策として、平成13年４月に施工

された土砂災害防止法により、土砂災害のおそれの

ある範囲を明らかにして、土砂災害警戒区域と土砂

災害特別警戒区域に指定し、避難体制の整備や一定

の開発行為の制限などを行っております。 

 また、全戸配布したハザードマップの中で土砂災

害警戒区域を市民の皆さんに周知し、有事の際の避

難等の参考にしていただいているところであります。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） それぞれ指定された中、また

地域の協力をいただいて事業を進めていく。ただし、

いざやろうとすると大変大きな予算がかかることで

ございますんで、計画的にぜひ進めていただきたい

と思います。 

 新居地域でもそういった傾斜地で、県のほうの現

場まで見ていただいた経緯もありますので、できる

だけ被害が起こる前に、着実に進めていただきたい

と思います。 

 以上で私のほうの質問は終わらせていただきます

が、最後に、冒頭、大変防災対策においては他地区

と比べて非常におくれを感じる、歯がゆさを感じる

ところであります。ただしこれもなかなか予算があ

っての、伴っての事業の推進だと思って、それにつ

いては十分理解しますので、ぜひ計画的な取り組み

をお願いしたいと思います。お隣の浜松市では災害

時の道路情報についても、きょうの新聞なんかによ

ればリアルタイムでお知らせできるというようなシ

ステムの構築に向けてる。28年度中には何とかした

いというような記事も載ってますし、また南区のほ

うでは弱者に対して、障害者に対して、民間でそう

いった施設を用意できるような、避難する場所がで

きるようなところまでやってる、これが現実にやっ

てるんですね。一歩も二歩も進んだところで。そう

いったことを思うと、湖西市の私も一住民、また一

議員として、大変歯がゆさを感じますので、ぜひ積

極的な取り組みをお願いして、私の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） ちょっと待ってください。 

 それでは都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） 済みません。先ほど

の御質問にちょっとお答えができませんでしたけど

も、危険な家屋の数、要するに耐震化してない家屋

ですけども、約3,700戸が残り18％ということでご

ざいます。以上でございます。 

○14番（馬場 衛） ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） それでは以上で、14番 馬場 

衛君の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に12番 豊田一仁君の発言

を許します。それでは12番 豊田一仁君。 
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  〔12番 豊田一仁登壇〕 

○12番（豊田一仁） 12番 豊田です。きょうの最

後の質問者ということで、簡潔にお聞きをしていき

たいと思います。 

 私のほうで聞かせていただく課題は２つでござい

ます。一つはきのうも同僚議員、非常に前向きな姿

勢で質問されておられ、また前向きな答弁が返され、

非常に参考となる質疑応答がなされておりました

新・湖西市総合計画に関しまして、かねがね疑問に

思っていた点をお聞きしたいと思います。もう一点

はやはりこの総合計画、さらにその先に展開しなけ

ればならない湖西市の市政に関しまして、提案とま

でいきませんけども、皆さん方のお考えをあわせて

お聞きしたいというところで２問用意させていただ

きました。 

 実は私、平成22年のときに新・湖西市総合計画の

審議員をやらせていただいて、多くの市民の代表の

皆さん方と一緒にテーブルを囲んだ記憶がございま

す。そこのところで一番問題になったのが、人口設

定をどう見るかということで、リーマンショックが

始まり厳しい状況の中、既にその前々年から、湖西

市、人口ピークを経て減少が始まっていったと。そ

こでは結果的に６万4,000人というのを平成32年度

における湖西市の目標人口ということに設定しよう

ということになりまして、採択され、新・総合計画

には記載されております。 

 私は、この設定人口というのが総合計画を構成す

る上での最高にして最大の指針になるべきものだと

いうふうに考えておりました。 

 しかしながらその後、さまざまなところで発表さ

れておりますいろんな計画に記載されてます人口は、

それとは整合性のない数字が、整合性がないという

と、これは私の独断なのかもしれませんけども、関

連性の感じられない数字が記載されてございます。

その関連性というのをどういうふうに解釈したらい

いのか、お教えいただきたいというのが一つの課題

でございます。 

 この新・総合計画をつくる段階で、10年スパンの

計画をあの時点でつくるということは非常に無理が

あることだということで、従来市が行ってきました

実施計画、５年ごとの実施計画の策定とは別に、総

合計画そのものも３年単位で見直そう、５年単位で

見直そうということが検討されました。ですから、

私はこの制定後５年たった、平成27年ですか、この

時点における新・総合計画の見直しの中では、かな

り大幅な修正が加えられるのかなという見方をして

おったんですけども、新・総合計画の見直しに当た

ってという市の説明の中では、小規模な見直しにし

ますという御説明をいただきました。 

 ふたをあけましたらまさに部分修正、部分修正の

積み重ねで、きのうも指摘がありましたけども、幾

つかの削減した目標値の設定と横ばいの目標値の設

定という形で終わってるわけなんですが、まず最初

に、この新・湖西市総合計画の設定意義というのは

何なのか。何のためにこれを設定し、市政において

はどのような位置づけになるのか。ここを御説明い

ただきたいなと思います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔企画部長 片山彰宏登壇〕 

○企画部長（片山彰宏） お答えいたします。 

 先ほどの豊田議員の質問された内容の中で、まず

新・湖西市総合計画に記された人口目標ということ

についてお答えさせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 新・湖西市総合計画の基本構想に記されました平

成32年度将来人口目標の６万4,000人は、本市の将

来の活性化を目指すために土地利用施策に加え、住

環境を初めとする住みたいと思う魅力の創出に努め

ることにより、最大の可能性を秘めた極めて挑戦的

な目標数値であると捉えております。 

 したがいまして、新・湖西市総合計画に位置づけ

られた事業を実施することによる効果として得られ

る目標数値であるということで捉えておるものでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 総合計画に記された内容を実

施することによってもたらされる効果の最大目標値。 

 その目標を実現するために、さまざまな施策を展

開するという設定ではないんでしょうか。 
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○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） 議員のおっしゃるとおり

でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） きのうも挑戦的な目標が設定

されたという表現がございました。まさにそのとお

りだと思います。人口の減少が見られる中において、

幾つか出た案の中で、かなり強気なといいますか、

挑戦的な目標、６万4,000というのを設定したとい

う経緯は理解しておりますし、それに向けてさまざ

まな施策が展開され、それを実現するのが市政であ

るというふうな認識をしておったわけなんですけど

も、その後出されてきました新・総合計画に本来基

づいているべきさまざまな計画、例えば福祉関係で

出してます計画の中においても、数字は記載されて

ませんが、人口減少を前提としたという表現がまず

冒頭に出ておりましたし、一番目立ちましたのが、

ことしの春まとめられました湖西市人口ビジョン。

ここでは推計値を５万7,564人と設定している。 

 目標値と推計値は違うんですよという言葉のあや

ではなくて、この６万4,000、最大の効果を狙った

数字がこれなんだというのは一つの表現ですけども、

それとこの人口ビジョンにおける５万7,564という

数字との関連性というのは一体どういうふうに理解

すればいいんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） それでは少し具体的に御

説明させていただきます。 

 新・湖西市総合計画で記されております目標人口

６万4,000人は、先ほど申しましたとおり挑戦的な

目標値で、議員御指摘の人口ビジョンでの推計値５

万7,564人と議員おっしゃいましたけども、この数

値は社人研、これは国立社会保障・人口問題研究所

と申します、この社人研による平成25年３月時点で

の新たな施策を講じなかった場合の推計値でござい

まして、当市における総合戦略によって新たに施策

を講じた場合は、表示はされておりませんけども、

５万8,176人と推計されております。 

 推計のベースとなる数値につきましては、新・湖

西市総合計画では住民基本台帳の数値を、人口ビジ

ョンにおきましては、この社人研が国勢調査をもと

に算出した数値をベースとしております。 

 このようにベースとなる数値が違うことに加え、

計画の目的や作成年度等が違うことから、直接な関

係はございません。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） しかし、明確な関連性がない

と言いながら、湖西市の人口ビジョンとしては推計

値としてこの数字を採用してるわけですね。もっと

不思議なのが、さらに、これ、市が算出して県のほ

うに報告されて、県が平成32年における湖西市の人

口設定として、５万9,200というのを市と県との共

通認識数値として掲げたわけですね。この関連性と

いうのは一体どうなるんですか。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） 御指摘の人口５万

9,200人は、都市計画法に基づき平成28年３月に県

が策定した都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針で、平成32年時点でのおおむねの人口として推計

したものでございます。 

 乖離している理由としては、この方針書が県土、

静岡県全体から見た都市の将来像等を明らかにし、

都市の健全な発展と秩序ある整備の推進を目的とし

ているもので、湖西市が策定する総合計画や人口ビ

ジョンとは、先ほど企画部長も申しましたように、

目的や視点等が異なっている、そういうためだと考

えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） しかし、県が策定した数字、

確かに県の数値として記載されてます５万9,200、

これは市が算出して県に提示した数字じゃないです

か。県が独自に算出した数字ではないというふうに

認識してますが。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） この計画につきまし

ては、県のほうで推計をして、市のほうに確認とい

う形で参ったものでございまして、県が県土全体と

いうところで算出をいたしましたので、県が独自に

推計した数値でございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 
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○12番（豊田一仁） であるにせよ、市としてこれ

を認めたわけですよね。そこに非常に矛盾を感じる

んです。目標があって、推計値があって、もう一つ

の計画値があってという。いわゆるトリプルスタン

ダードになってしまってるんではないかなと。であ

るならば、もう完全にこれ、画餅にすぎない。絵に

描いた餅にすぎない数字を行政施策の目標として設

定したことになってしまう。何か一番やってはいけ

ない計画目標の設定の仕方を継続したことになるん

ではないかな。本来であれば、こういう展開をする

んであれば、新・総合計画そのものの見直しの中で

大幅な修正を加えるべきではなかったのかなという

のが私の考え方なんですけども、その辺いかがなも

んでしょうか。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（青島一郎） まず今、県の計画で

あっても市の数値を県のほうに示して、それに合わ

せるべきだということだと思いますけれども、やは

り県のほうは県のほうで県土全体の推計をして出し

た数値で、先ほどから申し上げてますように、それ

ぞれの目的、アプローチ、その辺が違うということ

で、我々としては県の示した数値は、認めたという

ことになると変ですが、確認をして返事をしたとい

うことで、市のほうで持っている計画の数値とは違

っていても、これは計画が違うということで了解し

たものでございます。まず違いについては以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 違いはわかります。わかるっ

て、本来あってはいけないことだと思うんですけど

ね。行政目標として掲げるべき数値というのは、誰

がいつ見ても同じものがなくてはいけないと思うん

ですけども。 

 今回、この乖離が大きくなる中で、なぜ新・湖西

市総合計画の目標人口値を修正しなかったのか。そ

こが一番疑問に思うんですけども。何か何人かの方

にお聞きしたら、いわゆる聖域であって、さわって

はいけない数値のような捉え方をされてる方もおら

れたんですけども、私は計画というのはやはり、さ

っきも言いましたけど、誰がいつどこで見ても同じ

ものが見られる。同じところに向かって努力できる

というのが大前提ではないかなと思うんですけど、

いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） ちょっと確認します。今の質

問、ちょっとどちらになるんですか。今３番目。 

○12番（豊田一仁） ４番です。 

○議長（二橋益良） ４番の質問だそうですので、

その中での対応ということでお願いします。企画部

長。 

○企画部長（片山彰宏） それでは繰り返しにもな

る部分もございますけども、もう少し細かくお答え

いたしたいと思います。 

 先ほど来お答えしております人口ビジョンや県の

湖西都市計画区域の整理・開発の方針の計画策定に

おきましては、まさに議員の御意見のとおり柔軟性

をもった対応で将来推定人口や目標人口を定めたと

いうものでございます。 

 しかし、総合計画におきましては計画策定の目標

構成にございます計画の構成と期間において、基本

構想は2011年度から2020年度と定めております。ま

た平成23年度から10年間における市民、市民活動団

体、事業者及び行政の共通の指針として、市の理念、

将来像及び施策の方向を示しますと明記されており

ます。 

 また基本計画におきましては、実現性を高めるた

め、市民が総合計画の推進状況について把握できる

成果指針と目標値を設定しています。計画期間は基

本構想に倣い、10年間を見据えておりますが、５年

後に見直しを行いますとも明記されているというこ

とは議員も御承知のとおりであると察しております。 

 これら総論を踏まえた基本構想につきましては、

平成23年３月議会で可決されたものであり、現時点

でも継続されているものと考えております。 

 今回の見直しは、これに倣い、この基本計画部分

の見直しを行ったものであり、議員がおっしゃいま

す将来目標人口は今回見直しの対象とならない基本

構想部分に位置づけられております。 

 確かに議員のおっしゃるとおり、総合計画策定後

の数々の計画には、人口についての数値の乖離は承

知しておりますが、私どもは計画の屋台骨である基
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本構想の内容におきましては総合計画策定時の計画

策定の目的、構成に従い、簡単に変えるべきではな

いということ、及び先ほど申しましたけど、何とか

しなければいけないという気持ちである現時点の目

標値は簡単に変えるべきではないと判断した結果で

あると受けとめております。 

 なお時代の変化に柔軟に対応するため、実施計画

の見直し作業は毎年ローリング作業をしていること

は議員も御承知のとおりであると思います。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） いろんな考え方があるんだと

いうことは否定しません。しかし、繰り返しますけ

ども、目標値というのは誰がいつどこで見ても同じ

ものが認識できるべきであって、金科玉条のごとき

誰もさわってはならないものであるというのは、私

は間違った考え方になるんではないかなというふう

に考えております。 

 トリプルスタンダード、いわゆる、よく言われる

ダブルスタンダードを通してしまうというのは、い

かがなものかというところで疑問を呈しながら、こ

の質問は終わらせていただきます。 

○議長（二橋益良） それでは大きな２番のほうの

質問に移ります。 

○12番（豊田一仁） 次の質問、湖西市の将来展望

のためのプロジェクトチームづくりについてという

命題をつけさせていただいております。 

 自然環境、社会環境、非常に恵まれているはずの

湖西市におきましても、先ほど申しましたように人

口減少というのが着実に進んでおりますし、人口消

滅都市といったような言葉も介される中で、湖西市

も御多分に漏れない状況と。人口は減少するという

ことはもう市の力、勢いをあらわす市勢が衰退して

いくことであって、これまでのような市の政治の展

開が不可能になる時代を招くということだと思って

ます。強い危機感をもって将来展望しながら、それ

はいかに人口を減らさないでおくかということと同

時に、減る中においていかに市を維持するかという

ことにもなるんですけども、展望しなければいけな

いときとなっております。 

 この春まとめられた総合戦略を拝見しますと、確

かにいろいろ記載してございます。しかし、どこか

のコンサルタントさんが一生懸命皆さんにヒアリン

グしながらつくったのかなと思われる、これまでや

ってきたものの延長線上の計画でしかないという、

非常に失礼な言い方ですけども、印象を持ったもの

でございます。 

 やはり湖西市が存続をし続ける。我々が我々とし

てこの地で生き続けるためには、短期的・長期的、

さまざまな視点に立った施策の展開、市政の展開の

手段を考えていかなくてはならないというふうに感

じております。 

 一応そこに４つ質問させていただいております。

市として人口減少をどのように捉えているか。非常

に漠然とした質問で申しわけないんですけども、こ

の捉え方を御説明いただけたらと思います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） 議員おっしゃるように、

人口減少は全国的な問題でございまして、将来的な

人口の減少率は都市部よりも本市のような地方圏の

ほうが大きくなることが予想されております。 

 本市におきましては、平成20年の６万3,956人を

ピークに減少に転じております。 

 １日の流入人口が流出人口を7,000人以上も上回

る本市の場合におきましては、昼間人口と夜間人口

の差をできる限り縮めて定住に取り込む有効な施策

を講ずることができれば、人口減少に歯どめをかけ

ることは可能であると考えておるところでございま

す。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） まさにそのとおりだと思いま

す。6,000人から7,000人の方が昼間湖西市においで

いただいてといいますか、夜間と比べたらそのぐら

いの数字の方が人口がふえて、湖西を支えてくださ

ってる。その方が夜になるとまたそれぞれの地域に

帰っていってしまわれる。非常に残念な状況が続い

ているわけなんですけども、２番になりますけども、

方策は何かお考えでしょうか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） 昼夜間人口の差を取り組
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む施策として、移住・定住の促進を積極的に展開し

ていくことが有効であると考えております。 

 具体的には、従来から展開している新所原駅の駅

及び周辺整備まちづくり事業、組合土地区画整理事

業などへの支援、勤労者住宅建設資金利子補給事業、

また昨年度作成いたしました子育て支援ガイドの有

効利用、本年度から事業化しております住宅リフォ

ーム支援事業、女性活躍推進事業、産婦人科医院誘

致事業などがございまして、それぞれ努力をしてい

るというところでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） いずれもことしの政策のポイ

ントとして指摘をされた部分だと思いますし、きの

うの同僚議員の総合計画における展開の中でもそう

いったお話がございました。 

 ただ、私、そういったものを否定はしませんし、

どんどん進めていただかなくてはいけないと思うん

ですけども、相互の連携といいますか、本来市の行

政というのは業務単位に縦割りされてますんで、そ

れはそれでよしとすべきものかもしれませんけども、

やはり住宅政策は住宅政策のみ、医療政策は医療政

策のみ、福祉は福祉のみというんではなくて、これ

からの住みよさというのは相互連携になると思うん

ですね。どこにどのような福祉施設があって、どこ

にどのような教育施設があって、どこにどのような

人たちが住んでいるかという相互的な見地から見た

都市計画、まさにいわゆる都市をつくるという計画

ではなく、都市を運営するという計画が必要になっ

てくるんではないかと思うんですけども、そこの部

分において、いわゆるそれらを横断的に網羅する場

というのがないんではないかな。 

 本来これ、市長さんがトップになって毎週やって

おられる部長会ですか、月に１回の課長会ですか、

そういったところで横断的な指示をしていくという

あり方もあるのかもしれませんけども、もう少しそ

れを落とし込んで、例えば部長さんクラス、課長さ

んクラスの相互の業務を横串に刺したような、これ

も一つのプロジェクトチームという表現をさせても

らいたいと思うんですけども、つくっていく必要が

あるんではないだろうか。相互的に皆さん方の業務

をそれぞれ理解・把握し、サジェスチョンし合うよ

うな場というのがあってもいいんではないかなと思

うんですけども、この辺どうなんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） 今現在の事業に対しての

連携状況について答弁させていただきます。 

 市全体としての横断的な取り組みの一例といたし

ましては、例えば３月議会で補正予算に計上させて

いただきました地方創生加速化交付金の事業のよう

に、女性活躍事業や母子健康事業、子育て支援事業、

家庭・青少年教育事業などをパッケージ化して取り

組んでいるところでございます。また、浜名湖クリ

ーン作戦やオープンデータの活用などは市全体の横

断的な取り組み事業であると捉えております。 

 今後も計画から実施、評価に至るまで、一つの事

業だけでなく複数事業につきまして横断的に取り組

んでいくことが重要であると考えているところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） それぞれの事業に対して、お

っしゃるコミュニケーションをする場というのは設

定されてるんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） 昨日もお答えさせていた

だいた部分にも重複しますけども、まず当然、部長

会の中では横断的なものを扱っております。また今

回の総合計画の見直しにおきましては、課全体につ

いての横断的な取り組みをしております。また市の

事業として関係各課が市民協働事業としての展開と

しまして、縦割り業務を打開し職員に知識と情報を

共有させるという新たな取り組みといたしまして、

部・課を横断的にまたぐ副主任クラスから主任クラ

スの若手中堅職員20名で構成いたします市民協働ま

ちづくり庁内推進チームを組織いたしまして、昨年

は３回のワークショップを行っておるところでござ

います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） その話、取り組んでおるとい

う話は確かに記憶に、伺った記憶ありますけど、３

回のワークショップってどんな話がされたのかな。
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かなり具体的ですよね、特に市民協働というのは概

念がなかなか共通認識されなくて、個別個別に動い

てしまってる。市民協働課へ行ってお話を伺っても、

なかなか市民協働の何たるかというところは非常に

難しい部分があって、20人集まられて話をされたに

しても、３回程度の話し合いで何が理解し得たのか

なと感じてしまうんですね。非常に失礼な表現が続

いて申しわけないんですけども、それがあるからよ

しとはしないでいただきたいなと。もっともっと相

互の連携を図っていただきたいなと。 

 最後の質問になってまいりますが、私の提案とい

いますか、お願いをしたかったのが、若手の職員さ

ん、部長さん・課長さんクラス、もう10年したらち

ょっといなくなるのかもしれない方でなくて、15年、

20年先に市政の実体を担う方々に、長期的なスパン

からいろんなことを勉強していただく場というもの

を持っていただけたらなというのが私の本旨でござ

います。きのうも企画部長のほうから横断的な業務

遂行の研修を行っていくんだという説明があって、

いいことだなというふうに感じました。それも一つ

だと思いますし、明らかな命題をもって取り組んで

いただくような勉強の場、チーム、つくっていただ

いて、２つの意味を私はそこに持たせたいなと思っ

ております。 

 一つはもちろん人材の育成です。20年先を見越せ

る業務展開を考えることのできる人の育成。もう一

つはリフレッシュなんです。直接的な責務を持たな

いで、自由な発想、それからふだん日常業務では接

することの少ないであろう情報に接しながら、自己

研さんをする。いわゆる自己研さんをしていただく

ことによるリフレッシュ。人間は一つのことだけや

ってますと、どんどんどんどん視野が狭くなってく

る危険性を持ってます。たまにはまるっきり別の見

地からインパクトを与えて、新しい発想を持ってい

ただくような場を、私は職務としてあってもいいん

ではないかな。残業を減らそう、少しでも荷物を軽

くしようと努力している中で新たな仕事を押しつけ

るのは非常に恐縮な部分はあるんですけども、やは

り人財、人の材料でなくて人の宝を育てていくとい

うことも市の大きな組織としての役割だと思います。 

 正直、市長の任期の不確定な今の段階で、この話

をするのは若干悩んだ部分があるんですけども、や

はり市政というのは継続性を持ってるはずです。し

っかりした部長さん方、課長さん方が大きな命題に

基づいて努力をしていただく。その皆さん方がしっ

かり仕事をしていただくことによって初めて、誰が

トップに来ても組織として、体制として運用できて

いくものが維持できると思ってます。そのためには

ぜひ若い方々のプロジェクトチーム、20年先を考え

るという場をつくっていただけないものかなという

のがお願いなんですけど。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（片山彰宏） 先ほど議員からの御発言

がありました若手育成、若手のプロジェクトチーム

についての結果というんですか、例をまずお話しさ

せていただきます。 

 議員が御指摘いただきましたように若手職員の意

見も非常に必要であると考えておりまして、昨年度

は湖西市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に

当たりまして、若手職員の意見を取り入れるために、

39歳以下の職員を対象に人口減少対策事業案の募集

を行っております。その結果として出ましたのが住

宅リフォームへの補助や移住定住リーフレットの作

成など29件の提案がございました。その中から事業

化できるものを検討して、総合戦略へ盛り込んだも

のでございます。 

 議員おっしゃるように、今後もリフレッシュな発

想とさらに質の高い計画づくりのために、若手職員

によるプロジェクトチームをつくることは非常に必

要であると考えているところでございます。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） ここの部分に関しては意見の

一致を見たということで、とりあえず私の質問は終

わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、12番 豊田一仁君の

一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 
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○議長（二橋益良） 以上で、本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでご

ざいました。 

午後３時10分 散会 

───────────────── 

 

 

 


